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実
親
子
関
係
の
成
立
に
つ
い
て
の
準
拠
法

　
　
ー
国
際
私
法
に
お
け
る
法
欠
鉄
の
一
場
合
ー

高
　
鳥

ト

シ

子

実親子関係の成立についての準拠法

一二三四五

は
じ
め
に

嫡
出
子
と
婚
外
子
の
区
別

準
拠
法
決
定
に
お
け
る
問
題
点
e
　
嫡
出
親
子
関
係
の
基
礎
と
な
る
母
子
関
係
の
存
否
に
つ
い
て

承
前
　
口
　
血
縁
の
み
に
よ
っ
て
成
立
す
る
婚
外
親
子
関
係
に
つ
い
て

お
わ
り
に

一

　
法
制
審
議
会
国
際
私
法
部
会
で
進
め
ら
れ
て
い
た
法
例
改
正
に
つ
い
て
の
作
業
は
、
小
委
員
会
で
検
討
さ
れ
た
結
果
が
同
部
会
に
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

さ
れ
、
「
法
例
改
正
に
つ
い
て
の
中
間
報
告
」
と
し
て
、
昭
和
六
一
年
八
月
、
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
よ
り
公
表
さ
れ
た
。
そ
の
報
告

（
以
下
、
中
間
報
告
と
呼
ぶ
）
に
よ
る
と
、
親
子
関
係
に
つ
い
て
は
婚
姻
関
係
に
つ
い
て
よ
り
も
多
く
の
案
が
並
記
さ
れ
て
お
り
、
小
委
員
会

に
お
け
る
意
見
の
多
様
性
が
う
か
が
わ
れ
る
。
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中
間
報
告
で
も
、
実
親
子
関
係
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
現
行
法
例
と
同
じ
く
、
嫡
出
親
子
関
係
と
非
嫡
出
親
子
関
係
と
を
分
け
て
、
そ

れ
ぞ
れ
を
単
位
法
律
関
係
と
し
て
規
律
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
（
検
討
事
項
六
、
七
．
以
下
、
検
討
事
項
は
単
に
ゴ
シ
ッ
ク
の
漢
数
字

の
み
で
表
記
す
る
）
。
ま
ず
、
嫡
出
親
子
関
係
に
つ
い
て
は
甲
案
か
ら
丁
案
ま
で
が
並
記
さ
れ
て
い
る
（
六
）
。
甲
案
は
、
子
の
嫡
出
性
の
間

題
は
父
母
の
婚
姻
の
効
力
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
従
来
学
説
に
よ
り
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
た
見
解
が
土
台
と
な
っ
て
、
こ
の
問
題
を

「
子
の
出
生
の
当
時
に
お
け
る
父
母
の
婚
姻
の
効
力
の
準
拠
法
」
（
三
に
ょ
れ
ば
、
婚
姻
の
効
力
に
つ
い
て
は
夫
婦
の
共
通
本
国
法
↓
共
通
常
居
所

地
法
↓
最
密
接
関
連
法
が
上
位
か
ら
順
次
準
拠
法
と
な
る
）
に
よ
ら
し
め
る
も
の
と
す
る
（
こ
こ
で
「
父
母
」
と
い
う
文
言
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
父

母
で
あ
る
か
否
か
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
表
見
上
の
父
母
、
或
は
父
母
で
あ
る
か
否
か
が
争
わ
れ
て
い
る
者
の
意
味
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
）
。

乙
案
は
、
甲
案
の
考
え
方
か
ら
出
発
し
て
、
父
母
の
共
通
本
国
法
が
な
い
と
き
、
「
子
が
父
母
の
い
ず
れ
か
一
方
の
本
国
法
に
よ
れ
ば
嫡

出
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
子
は
、
嫡
出
子
と
す
る
」
と
い
う
項
目
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
（
こ
の
項
目
に
よ
り
「
父
母
の
い
ず
れ
か

一
方
の
本
国
法
」
に
準
拠
し
て
嫡
出
子
と
さ
れ
れ
ば
間
題
は
止
む
が
．
そ
こ
で
嫡
出
子
と
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
次
の
順
位
の
準
拠
法
に
移
る
こ
と
に
な

る
．
六
（
注
3
）
参
照
）
。
丙
案
は
、
乙
案
の
甲
案
に
対
す
る
追
加
項
目
を
独
立
の
準
拠
法
と
す
る
（
こ
の
案
で
は
、
「
子
に
有
利
に
」
と
い
う
観

点
か
ら
父
母
の
い
ず
れ
か
一
方
の
本
国
法
に
よ
り
嫡
出
子
と
さ
れ
れ
ぽ
問
題
は
止
む
が
、
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
嫡
出
子
と
さ
れ
な
い
、
或
は
嫡
出
推
定
が

な
さ
れ
な
い
場
合
の
嫡
出
否
認
、
或
は
親
子
関
係
の
存
否
に
つ
い
て
の
準
拠
法
如
何
の
点
が
不
明
で
あ
る
）
．
丁
案
は
、
甲
案
が
嫡
出
子
の
間
題
は
父

母
の
婚
姻
の
効
力
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
の
に
対
し
、
子
の
父
母
に
対
す
る
結
付
ぎ
、
子
の
父
母
に
よ
る
保
護
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
、

「
子
の
出
生
の
当
時
に
お
け
る
子
の
本
国
法
」
を
準
拠
法
と
す
る
。

　
次
に
、
非
嫡
出
親
子
関
係
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
中
間
報
告
は
、
現
行
法
例
の
認
知
を
中
心
と
し
た
表
現
を
改
め
、
非
嫡
出
親
子
関
係

の
成
立
一
般
の
準
拠
法
を
お
く
こ
と
と
し
、
甲
案
か
ら
丙
案
ま
で
を
並
記
す
る
（
七
）
．
甲
案
は
、
「
子
の
本
国
法
」
、
乙
案
は
、
「
子
の
常

居
所
地
法
」
を
準
拠
法
と
し
、
非
嫡
出
親
子
関
係
の
成
立
は
子
か
ら
の
保
護
の
請
求
と
い
う
性
質
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
子
を
中
心
に
準

拠
法
を
決
定
す
る
と
い
う
考
え
方
に
立
つ
。
こ
れ
に
対
し
、
丙
案
は
、
「
父
子
関
係
に
つ
い
て
は
父
の
、
母
子
関
係
に
つ
い
て
は
母
の
本
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国
法
」
を
準
拠
法
と
し
、
非
嫡
出
親
子
関
係
の
成
立
に
つ
い
て
も
（
と
く
に
出
生
の
事
実
に
基
く
血
縁
の
み
に
ょ
る
親
子
関
係
の
成
立
を
含
め
る

と
き
）
、
嫡
出
親
子
関
係
の
成
立
と
同
じ
く
、
親
が
親
子
関
係
の
出
発
点
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
に
立
つ
。
そ
し
て
．
い
ず
れ
の
案
も
準

拠
法
決
定
の
基
準
時
に
つ
い
て
は
明
か
に
し
て
い
な
い
が
、
「
子
の
出
生
の
当
時
」
、
認
知
を
要
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
「
認
知
の
当
時
」

と
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
（
七
（
注
1
）
参
照
）
．
な
お
、
非
嫡
出
親
子
関
係
の
成
立
に
つ
き
認
知
を
要
す
る
場
合
に
、
認
知
の
要
件
に
つ

き
特
別
の
規
定
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
七
（
注
3
、
4
）
）
。

　
中
間
報
告
の
検
討
事
項
に
沿
っ
て
各
方
面
か
ら
意
見
が
寄
せ
ら
れ
、
そ
れ
を
参
考
に
し
て
改
正
草
案
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ

（
2
）

ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
点
に
予
め
考
察
を
加
え
て
お
く
こ
と
は
無
意
味
で
は
な
か
ろ
う
．
第
一
に
、
中
間
報
告
の
検
討
事
項
に

沿
っ
た
討
議
に
よ
っ
て
、
従
来
親
子
関
係
に
つ
い
て
問
題
と
さ
れ
て
き
た
論
点
が
解
消
さ
れ
る
か
．
な
お
解
消
さ
れ
ず
に
残
る
と
こ
ろ
は

な
い
か
、
第
二
に
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
検
討
事
項
に
沿
っ
て
草
案
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
問
題
が
生
ず
る
こ
と
は
な
い
か
．

後
者
に
つ
い
て
は
、
六
丁
案
で
「
子
の
出
生
当
時
に
お
け
る
子
の
本
国
法
」
を
準
拠
法
と
す
る
と
き
、
子
の
国
籍
を
い
か
に
捉
え
る
か
、

ま
た
七
甲
案
で
「
子
の
本
国
法
」
を
準
拠
法
と
す
る
と
ぎ
、
血
縁
の
み
に
よ
る
親
子
関
係
の
成
立
を
問
題
に
す
る
と
き
は
「
子
の
出
生
の

当
時
」
が
基
準
時
と
な
る
か
ら
、
や
は
り
同
様
の
問
題
が
生
ず
る
。
こ
れ
は
、
従
来
、
認
知
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
法
例
一
八
条
を
非

嫡
出
親
子
関
係
の
成
立
一
般
に
及
ぽ
そ
う
と
す
る
と
き
に
、
「
子
ノ
属
ス
ル
国
ノ
法
律
」
の
適
用
に
つ
き
子
の
国
籍
が
問
題
と
な
っ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
が
、
こ
こ
で
は
よ
り
直
接
的
に
表
面
化
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
と
思
う
。
こ
こ
で
は
、

前
者
、
従
来
実
親
子
関
係
の
成
立
に
つ
き
問
題
と
さ
れ
て
き
た
論
点
と
、
そ
れ
が
現
行
法
例
の
下
で
実
務
お
よ
び
学
説
に
よ
り
ど
の
よ
う

な
方
向
で
解
決
さ
れ
よ
う
と
し
て
き
た
か
を
、
振
返
っ
て
お
き
た
い
。

（
1
）
　
法
例
改
正
に
つ
い
て
の
中
問
報
告
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
六
七
号
一
二
七
頁
以
下
．

（
2
）
　
そ
の
後
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
法
制
審
議
会
の
国
際
私
法
部
会
は
、
目
下
試
案
の
検
討
中
で
あ
り
、

　
ま
と
め
ら
れ
る
模
様
で
あ
る
．

今
年
秋
あ
た
り
に
は
改
正
試
案
と
し
て

3



（
3
）
　
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
三
一
（
一
九
八
七
・
六
・
一
）
号
登
載
予
定
。
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二

　
親
子
関
係
の
成
立
に
つ
い
て
、
現
行
法
例
は
、
嫡
出
親
子
関
係
（
法
例
一
七
．
以
下
、
条
数
の
み
を
示
す
の
は
法
例
の
規
定
で
あ
る
）
、
認
知
－

婚
外
親
子
関
係
（
一
八
．
以
下
、
非
嫡
出
親
子
関
係
と
せ
ず
に
婚
外
親
子
関
係
で
統
一
す
る
）
、
養
親
子
関
係
（
一
九
）
の
規
定
を
お
い
て
い
る
。

こ
こ
で
は
養
親
子
関
係
の
検
討
は
除
く
と
し
て
、
実
親
子
関
係
に
つ
い
て
．
法
例
も
、
多
く
の
国
の
実
質
法
規
定
と
同
じ
く
、
嫡
出
親
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

関
係
と
婚
外
親
子
関
係
の
区
別
を
認
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
こ
の
よ
う
な
法
例
の
規
定
の
根
拠
と
な
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
実
質
法
上
の
扱
い
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
．
父
母
と
そ
の
子
と
の

間
の
法
的
規
律
を
考
え
る
と
き
、
夫
婦
の
結
合
と
そ
の
間
に
生
ま
れ
た
子
に
よ
っ
て
家
庭
が
営
ま
れ
る
こ
と
が
出
発
点
と
な
る
。
こ
こ
で

の
家
庭
の
平
和
が
一
つ
の
価
値
で
あ
り
、
理
想
で
あ
る
。
一
方
、
自
ら
の
意
思
に
よ
ら
ず
に
生
ま
れ
た
子
は
誰
彼
の
差
別
な
し
に
親
に
よ

っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
子
の
利
益
保
護
の
価
値
、
理
想
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
夫
婦
の
結
合
か
ら
生
ま
れ
た
子
に
つ
い
て
は
、

こ
の
二
つ
の
価
値
、
理
想
の
達
成
に
支
障
は
な
い
が
、
父
母
の
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
生
ま
れ
た
子
の
場
合
に
は
、
こ
の
二
つ
の
価
値
、
理

想
の
間
に
矛
盾
が
生
じ
、
こ
れ
を
い
か
に
し
て
調
和
さ
せ
る
か
が
課
題
と
な
る
。

　
こ
の
調
和
を
図
る
た
め
実
質
法
が
と
る
一
つ
の
解
決
方
法
の
結
果
、
嫡
出
子
、
婚
外
子
の
区
別
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
親
子
は
い

ず
れ
に
し
て
も
本
来
親
と
子
の
生
理
的
な
（
血
縁
上
の
）
つ
な
が
り
そ
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
父
母
が
夫
婦
で
あ
る
場
合
に
は
、
母
と
子

の
生
理
的
な
つ
な
が
り
を
前
提
と
し
て
、
父
と
子
の
関
係
も
当
然
に
（
他
に
格
別
の
要
件
な
し
に
）
発
生
す
る
も
の
と
し
、
母
子
関
係
と
と

も
に
父
子
関
係
も
合
一
に
成
立
す
る
も
の
と
す
る
．
こ
れ
が
嫡
出
親
子
関
係
で
あ
る
．
こ
れ
に
対
し
、
父
母
が
婚
姻
し
て
生
ま
れ
た
の
で

な
い
子
に
つ
い
て
は
、
父
と
子
、
母
と
子
の
生
理
的
な
つ
な
が
り
が
あ
る
だ
け
で
は
必
ず
し
も
親
子
関
係
の
成
立
を
認
め
ず
、
他
の
要
件

4
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の
充
足
を
ま
っ
て
始
め
て
親
子
関
係
の
成
立
を
認
め
る
．
こ
れ
が
婚
外
親
子
関
係
で
あ
る
．

　
こ
の
よ
う
な
嫡
出
親
子
関
係
と
婚
外
親
子
関
係
の
区
別
は
、
多
く
の
国
で
採
用
さ
れ
て
い
る
（
も
ち
ろ
ん
、
法
律
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
父

母
の
婚
姻
か
ら
生
ま
れ
た
子
と
婚
姻
外
で
生
ま
れ
た
子
に
つ
い
て
差
別
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
も
あ
る
．
中
華
人
民
共
和
国
婚
姻
法
一
九
参
照
）
。

そ
し
て
、
こ
の
区
別
は
、
ま
た
、
表
見
上
嫡
出
親
子
関
係
あ
り
と
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
そ
の
関
係
を
否
定
し
、
或
は
婚
外
親
子
関
係

の
成
立
を
肯
定
す
る
に
つ
い
て
、
独
特
の
方
法
を
生
出
す
。
た
と
え
ば
わ
が
国
の
場
合
を
例
に
と
る
と
、
子
は
親
か
ら
の
嫡
出
子
出
生
の

届
出
に
よ
っ
て
嫡
出
子
と
し
て
扱
わ
れ
る
（
戸
籍
四
九
u
－
、
五
二
－
参
照
）
。
こ
の
こ
と
は
、
嫡
出
親
子
関
係
に
お
い
て
は
、
親
子
関
係
を

認
め
る
こ
と
が
子
の
保
護
と
同
時
に
家
庭
の
平
和
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
も
っ
と
も
父
母
の
婚
姻
か
ら
生
ま
れ
た
と
さ

れ
て
い
る
子
で
あ
っ
て
も
、
例
外
的
に
父
と
子
、
母
と
子
の
間
に
生
理
的
な
つ
な
が
り
の
な
い
場
合
が
生
じ
う
る
（
虚
偽
の
出
生
届
に
ょ
る

場
合
）
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
母
と
子
の
生
理
的
な
つ
な
が
り
は
嫡
出
親
子
関
係
成
立
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
関
係
が
欠
け
る

と
き
は
、
外
形
上
嫡
出
親
子
関
係
に
あ
っ
て
も
、
一
般
の
方
法
に
よ
り
母
子
関
係
の
存
在
を
否
定
し
て
、
嫡
出
親
子
関
係
の
不
存
在
を
確

定
で
き
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
父
と
子
の
間
に
生
理
的
な
つ
な
が
り
を
欠
く
場
合
に
も
、
父
子
関
係
の
存

在
を
否
定
し
う
る
が
、
一
般
に
こ
の
否
定
の
途
は
嫡
出
否
認
の
方
法
に
よ
る
こ
と
を
要
し
、
限
ら
れ
て
狭
い
。
と
い
う
の
は
、
母
子
関
係

の
存
否
は
原
則
と
し
て
分
娩
の
事
実
に
よ
り
生
理
的
な
つ
な
が
り
を
一
般
の
方
法
で
確
定
し
う
る
と
考
え
る
の
に
対
し
て
、
父
子
関
係
に

つ
い
て
は
そ
の
生
理
的
な
つ
な
が
り
を
知
る
こ
と
が
事
実
上
困
難
で
あ
る
こ
と
を
基
礎
に
、
婚
姻
中
に
妻
が
生
ん
だ
子
で
あ
れ
ば
、
生
理

的
な
つ
な
が
り
を
有
す
る
父
子
関
係
も
成
立
し
て
い
る
の
が
通
常
の
事
態
で
あ
り
、
通
常
の
事
態
に
従
う
の
が
家
庭
の
平
和
を
守
る
こ
と

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
他
方
、
婚
外
親
子
関
係
に
つ
い
て
も
、
父
と
子
、
母
と
子
の
間
に
生
理
的
な
つ
な
が
り
が
あ
れ
ば
、
父
子
関
係
、
母
子
関
係
を
認
め
る

こ
と
が
一
般
に
は
子
の
保
護
に
な
る
が
、
こ
こ
で
当
然
に
親
子
関
係
を
認
め
る
と
、
父
の
家
庭
、
母
の
家
庭
の
平
和
を
麗
乱
す
る
こ
と
が

あ
り
う
る
．
そ
こ
で
、
子
の
利
益
の
保
護
を
図
る
の
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
家
庭
の
平
和
と
の
調
和
の
た
め
、
父
或
は
母
の
意
思
的
要

5
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素
（
子
を
自
ら
の
家
庭
の
中
に
引
入
れ
て
も
差
支
え
な
い
と
す
る
）
を
要
件
と
し
た
上
で
、
親
子
関
係
の
成
立
を
認
め
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が

婚
外
親
子
関
係
の
成
立
に
は
親
と
子
の
生
理
的
な
つ
な
が
り
プ
ラ
ス
α
（
た
と
え
ば
わ
が
国
で
は
認
知
）
が
必
要
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
の
各
国
の
法
制
度
は
多
様
性
を
示
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
一
端
に
つ
き
後
出
四
で
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。

　
（
1
）
　
フ
ラ
ソ
ス
民
法
は
、
一
九
七
二
年
一
月
三
日
法
ピ
9
ぎ
ミ
山
。
・
霞
蜀
旨
一
当
窪
に
よ
り
、
第
一
編
人
、
第
七
章
親
子
関
係
に
第
一
節
嫡

　
　
出
親
子
関
係
及
び
自
然
親
子
関
係
に
共
通
の
規
定
、
第
三
款
親
子
関
係
の
立
証
に
関
す
る
法
律
の
抵
触
の
規
定
を
設
け
た
。
そ
の
三
一
一
条
の
一
四

　
　
は
「
親
子
関
係
は
、
子
の
出
生
の
日
の
母
の
属
人
法
憲
冨
擁
。
9
亀
Φ
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
．
母
が
知
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
子
の
属
人
法
に

　
　
ょ
る
。
」
と
規
定
し
（
訳
文
は
、
法
務
資
料
四
三
三
号
に
ょ
っ
た
）
、
実
質
法
で
は
嫡
出
子
①
馬
導
江
禽
三
ヨ
Φ
と
自
然
子
（
婚
外
子
）
雰
壁
暮
鍔
σ
霞
①
一

　
　
の
区
別
を
認
め
な
が
ら
、
準
拠
法
の
決
定
に
つ
い
て
は
母
の
属
人
法
が
両
者
に
共
通
の
も
の
と
な
っ
た
。

　
（
2
）
実
質
法
上
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
目
本
民
法
親
族
法
の
文
献
、
と
く
に
我
妻
栄
・
親
族
法
（
法
律
学
全
集
）
（
昭
和
三
六
）
二
一
一
－
二
五
〇
頁

　
　
参
照
．

6

三

　
法
例
に
お
い
て
も
実
親
子
を
め
ぐ
る
単
位
法
律
関
係
と
し
て
、
嫡
出
親
子
関
係
と
婚
外
親
子
関
係
と
が
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

上
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
国
際
私
法
上
、
嫡
出
親
子
関
係
、
婚
外
親
子
関
係
と
い
う
単
位
法
律
関
係
の
性
質
決
定
、
お
よ
び

そ
こ
で
指
定
さ
れ
た
準
拠
法
の
適
用
範
囲
如
何
が
ま
ず
問
題
と
な
る
。
今
、
実
質
法
の
議
論
と
し
て
は
、
嫡
出
親
子
関
係
と
は
、
生
理
的

な
つ
な
が
り
の
あ
る
母
子
関
係
を
前
提
と
し
て
、
母
と
婚
姻
関
係
に
あ
る
者
（
父
）
に
つ
い
て
は
父
子
関
係
も
合
一
に
成
立
さ
せ
る
場
合

の
親
子
関
係
で
あ
る
と
し
た
。
国
際
私
法
上
の
嫡
出
親
子
関
係
に
つ
い
て
も
ほ
ぽ
同
じ
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
．

　
こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
っ
た
上
で
、
こ
れ
ま
で
嫡
出
親
子
関
係
の
問
題
と
し
て
法
例
一
七
条
の
適
用
範
囲
に
入
る
か
否
か
が
議
論
さ
れ

た
の
は
、
無
効
婚
、
誤
想
婚
か
ら
生
ま
れ
た
子
、
或
は
婚
約
子
の
地
位
の
問
題
で
あ
っ
た
．
こ
れ
は
一
七
条
が
準
拠
法
を
「
母
ノ
夫
」
の



実親子関係の成立についての準拠法

本
国
法
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
父
母
の
間
に
有
効
な
婚
姻
関
係
を
欠
く
親
子
関
係
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
一
七
条
の
適
用
範
囲
に
入
る

か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
「
母
ノ
夫
」
と
い
う
規
定
か
ら
は
、
も
う
一
つ
、
前
提
と
な
っ
て
い
る
母
子
関

係
を
め
ぐ
る
問
題
が
生
ず
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
正
面
き
っ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う

　
　
（
1
）

に
思
う
。
子
の
嫡
出
性
を
規
定
す
る
一
七
条
が
子
の
出
生
当
時
の
「
母
ノ
夫
」
の
本
国
法
を
準
拠
法
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
同
条
も
、
母

子
関
係
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
母
と
婚
姻
関
係
に
あ
る
者
と
の
間
に
父
子
関
係
を
確
定
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
こ
と
を
示

し
、
し
た
が
っ
て
、
同
条
の
適
用
範
囲
と
し
て
、
嫡
出
推
定
が
及
ぶ
か
、
嫡
出
推
定
の
排
除
、
嫡
出
否
認
の
方
法
な
ど
の
問
題
が
こ
こ
に

含
ま
れ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
問
題
と
な
る
の
は
一
七
条
で
前
提
と
し
て
い
る
母
子
関
係
そ
の
も
の
が
争
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
．
母
子
関
係
に
つ
い
て
、
実
質
法
上
、

日
本
法
を
含
め
て
多
く
の
法
制
度
で
、
そ
の
存
否
は
一
般
の
方
法
に
よ
っ
て
確
定
で
き
る
、
つ
ま
り
母
子
関
係
は
存
否
確
認
の
対
象
と
な

り
、
分
娩
に
よ
る
生
理
的
な
つ
な
が
り
と
い
う
事
実
の
証
明
に
よ
っ
て
法
律
上
の
母
子
関
係
も
確
定
さ
れ
る
．
し
か
し
、
国
際
私
法
の
観

点
か
ら
は
、
一
概
に
こ
れ
を
事
実
の
証
明
に
委
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
諸
国
の
立
法
例
中
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
三
二
二
条
の
よ
う
に
、
嫡

出
親
子
関
係
の
証
明
の
規
定
が
お
か
れ
（
父
子
関
係
に
つ
い
て
は
直
接
的
立
証
が
困
難
な
た
め
法
律
上
の
推
定
を
設
け
て
い
る
が
、
嫡
出
親
子
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
基
礎
と
な
る
母
子
関
係
は
、
そ
れ
自
体
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
三
二
二
条
の
規
定
は
嫡
出
母
子
関
係
の
証
明
に
関
す
る
と
さ
れ
る
）
、

そ
の
証
明
方
法
と
し
て
、
（
身
分
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
た
）
出
生
証
書
の
提
出
（
三
一
九
）
、
身
分
の
占
有
（
三
二
〇
）
、
証
人
に
よ
る
立
証
（
三

二
三
）
が
規
定
さ
れ
（
法
律
に
ょ
る
証
拠
方
法
の
限
定
）
、
子
が
出
生
証
書
と
一
致
す
る
身
分
占
有
を
有
す
る
場
合
に
は
、
何
人
も
そ
の
身
分

を
争
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
る
（
三
二
二
H
）
。
そ
こ
で
、
夫
婦
或
は
夫
婦
の
一
方
が
他
人
の
子
を
自
分
の
子
と
し
て
届
出
で
、
自
分

の
子
と
し
て
養
育
す
る
場
合
に
は
、
母
と
子
の
間
に
生
理
的
な
つ
な
が
り
の
な
い
事
実
を
立
証
し
て
嫡
出
親
子
関
係
の
な
い
こ
と
を
主
張

で
き
な
い
場
合
が
生
ず
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
嫡
出
親
子
関
係
の
基
礎
に
生
理
的
な
つ
な
が
り
の
あ
る
母
子
関
係
（
血
縁
上
の
母
で

あ
る
こ
と
）
を
必
要
と
し
な
い
の
で
は
な
く
、
依
然
そ
れ
を
前
提
と
し
て
は
い
る
も
の
の
、
母
子
関
係
の
証
明
の
方
法
が
限
定
さ
れ
て
い

7
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る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
し
か
も
．
こ
の
証
明
方
法
の
限
定
は
実
体
の
問
題
で
あ
る
）
。

　
こ
の
よ
う
な
立
法
例
ま
で
含
め
て
考
え
て
も
、
単
位
法
律
関
係
と
し
て
の
嫡
出
親
子
関
係
は
、
母
と
子
の
間
の
生
理
的
な
つ
な
が
り
を

前
提
と
し
て
、
こ
の
母
と
婚
姻
関
係
に
あ
る
者
（
父
）
と
子
と
の
間
の
父
子
関
係
を
正
面
に
据
え
て
、
こ
れ
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
る

と
い
っ
て
よ
い
。
法
例
一
七
条
が
準
拠
法
の
決
定
に
つ
き
「
母
ノ
夫
」
の
本
国
法
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
立
法
者
が
嫡
出
親
子
関
係
の
基

礎
と
し
て
生
理
的
な
つ
な
が
り
の
あ
る
「
母
」
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
母
子
関
係
の
な
い
と
き
は
、
そ
れ
だ
け
で
母
の
夫

（
父
）
と
の
間
で
も
嫡
出
の
親
子
関
係
が
成
立
し
な
い
の
は
、
自
明
の
こ
と
で
あ
る
と
し
、
ま
た
、
母
子
関
係
の
確
定
に
つ
い
て
は
、
事
実

の
証
明
（
方
法
の
限
定
の
な
い
）
に
よ
り
う
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
者
は
、
嫡
出
親
子
関
係
が
問
題
と
な
る
場
合

の
う
ち
、
母
子
関
係
の
確
定
が
問
題
と
さ
れ
る
場
合
、
お
よ
び
母
子
関
係
の
証
明
の
方
法
に
つ
い
て
の
規
律
を
直
接
に
は
念
頭
に
お
か
な

か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
裁
判
例
で
こ
の
点
に
ふ
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
散
見
さ
れ
る
．
問
題
と
な
る
場
合
を
整
理
す
る
と
、

　
1
　
表
見
上
、
嫡
出
親
子
関
係
あ
り
と
さ
れ
る
母
と
子
の
間
に
、
母
子
関
係
が
存
在
し
な
い
と
主
張
さ
れ
る
場
合
ー
ー
さ
ら
に
、
そ
の

う
ち
で
．

　
ω
　
子
が
公
簿
上
実
の
両
親
と
全
く
異
な
る
他
人
夫
婦
の
嫡
出
子
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
（
子
と
表
見
上
の
父
母
い
ず
れ
の
間
に
も

親
子
関
係
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
親
子
関
係
不
存
在
確
認
事
件
）
　
　
当
然
こ
こ
で
母
子
関
係
も
問
題
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で

あ
る
が
、
裁
判
例
は
父
子
関
係
と
母
子
関
係
と
を
分
け
ず
に
、
血
縁
上
の
親
子
関
係
を
否
定
し
、
血
縁
上
の
親
子
関
係
が
な
い
場
合
に
法

律
上
の
親
子
関
係
は
存
在
し
な
い
と
し
て
家
事
審
判
法
二
三
条
の
審
判
或
は
親
子
関
係
不
存
在
確
認
の
判
決
を
し
て
い
る
例
が
多
い
。
準

拠
法
と
し
て
、
法
例
一
七
条
、
一
八
条
一
項
の
趣
旨
を
類
推
し
て
当
事
者
双
方
の
本
国
法
を
累
積
的
に
適
用
す
る
、
或
は
一
七
条
の
適
用

お
よ
び
子
の
出
生
当
時
の
父
ま
た
は
母
の
本
国
法
の
適
用
を
判
示
し
て
い
る
が
、
母
子
関
係
に
つ
き
一
七
条
に
よ
っ
て
い
る
の
か
は
判
文

上
必
ず
し
も
明
か
で
な
い
。
し
か
し
、
少
く
と
も
準
拠
法
決
定
に
つ
い
て
「
母
ノ
夫
」
と
い
う
と
き
、
ま
ず
母
子
関
係
を
一
七
条
と
は
別

8
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に
決
定
さ
れ
る
い
ず
れ
か
の
準
拠
法
に
よ
り
確
定
し
て
、
そ
の
上
で
そ
の
夫
の
本
国
法
を
準
拠
法
と
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
「
母
」

と
は
母
子
関
係
が
争
わ
れ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
「
表
見
上
の
母
」
を
考
え
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
㈹
　
公
簿
上
の
両
親
の
一
方
“
父
は
実
の
親
で
あ
る
場
合
（
も
っ
ば
ら
母
子
関
係
の
み
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
．
親
子
関
係
不
存
在
確
認
事
件
）

こ
こ
で
は
母
子
関
係
だ
け
が
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
準
拠
法
に
つ
い
て
は
ω
と
同
様
の
判
示
が
み
ら
れ
る
か
ら
、
嫡
出
母
子
関
係
に
つ

い
て
も
一
七
条
を
適
用
な
い
し
類
推
し
て
い
る
も
の
と
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
．

　
上
に
み
た
よ
う
に
裁
判
例
に
お
け
る
多
数
の
見
解
は
．
表
見
的
に
成
立
し
て
い
る
嫡
出
親
子
関
係
を
否
定
す
る
場
合
に
は
、
①
、
㈹
を

通
じ
て
、
一
七
条
を
適
用
な
い
し
類
推
す
る
も
の
と
し
、
そ
こ
で
「
母
ノ
夫
」
の
本
国
法
と
は
、
母
子
関
係
が
争
わ
れ
て
お
り
．
公
簿
上

母
と
表
示
さ
れ
て
い
る
、
表
見
上
の
母
の
夫
の
本
国
法
を
指
す
も
の
と
解
し
て
い
る
．
こ
れ
に
対
し
、
裁
判
例
の
中
に
は
、
一
七
条
で
は

な
く
一
八
条
一
項
に
よ
る
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
多
く
は
そ
の
判
断
の
過
程
を
明
か
に
し
て
い
な
い
が
、
㈹
と
は
逆
に
、
公
簿
上
の
両
親

の
一
方
“
母
に
つ
い
て
は
母
子
関
係
の
存
在
は
争
わ
れ
て
お
ら
ず
、
表
見
上
の
父
に
対
す
る
親
子
関
係
不
存
在
確
認
が
求
め
ら
れ
た
事
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

で
、
東
京
家
裁
昭
和
五
三
年
三
月
一
七
日
審
判
は
、
父
子
関
係
に
つ
い
て
は
一
七
条
お
よ
び
一
八
条
一
項
に
よ
り
準
拠
法
が
決
定
さ
れ
る

と
し
、
括
弧
書
き
で
、
（
一
七
条
適
用
上
の
）
前
提
た
る
母
子
関
係
に
つ
い
て
一
八
条
一
項
に
よ
れ
ぱ
云
々
、
と
判
示
し
て
い
る
．
こ
の
見
解

は
、
一
七
条
で
い
う
「
母
」
は
一
七
条
の
適
用
に
先
立
っ
て
生
理
的
な
つ
な
が
り
の
あ
る
母
で
あ
る
こ
と
が
確
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
そ
し
て
そ
れ
を
確
定
す
る
の
は
一
八
条
一
項
に
よ
り
決
せ
ら
れ
る
準
拠
法
で
あ
る
と
す
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
、

母
子
関
係
の
確
定
は
、
嫡
出
で
あ
れ
婚
外
で
あ
れ
、
生
理
的
な
母
子
関
係
の
存
在
（
そ
し
て
そ
の
証
明
）
の
問
題
で
あ
る
と
捉
え
、
そ
の
確

定
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
当
事
者
の
本
国
法
に
よ
る
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
．
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
嫡
出
母
子
関
係
の
存
否
確
認
の
問

題
は
一
七
条
の
適
用
な
い
し
類
推
の
範
囲
に
入
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
一
七
条
は
も
っ
ば
ら
嫡
出
父
子
関
係
の
規
定
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
一
七
条
の
「
母
」
を
、
親
子
関
係
不
存
在
確
認
の
請
求
に
お
い
て
も
、
生
理
的
な
つ
な
が
り
の
あ
る
母
（
実
母
）
と
解
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

た
も
の
に
、
大
阪
地
裁
昭
和
三
九
年
一
〇
月
九
日
判
決
が
あ
る
。
子
か
ら
公
簿
に
記
載
さ
れ
た
表
見
上
の
母
に
対
し
親
子
関
係
不
存
在
確

9
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認
を
求
め
た
事
件
で
、
判
決
は
、
一
七
条
の
「
母
」
を
実
母
と
解
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
実
母
と
事
実
上
の
関
係
に
あ
る
者
の
本
国
法
を
準

拠
法
と
し
た
も
の
で
あ
る
．
本
件
で
は
た
ま
た
ま
実
母
と
事
実
上
の
関
係
に
あ
る
者
が
公
簿
上
の
父
で
あ
り
、
表
見
上
の
母
の
夫
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
本
国
法
を
準
拠
法
と
す
る
こ
と
は
結
果
的
に
是
認
さ
れ
る
が
、
一
七
条
の
「
母
ノ
夫
」
に
い
わ
ゆ
る
内
縁
の
夫
を
当
て
て
い

る
の
は
、
子
の
嫡
出
性
を
決
定
す
る
一
七
条
の
連
結
点
の
構
成
要
素
と
し
て
は
不
適
切
で
あ
り
、
誤
っ
た
解
釈
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
2
　
以
上
、
嫡
出
の
母
子
関
係
の
不
存
在
確
認
、
或
は
嫡
出
親
子
（
父
子
）
関
係
の
不
存
在
確
認
の
前
提
と
し
て
の
母
子
関
係
の
確
定

が
問
題
と
な
る
場
合
を
挙
げ
た
が
、
母
子
関
係
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
積
極
的
確
認
の
請
求
が
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
し
、
嫡
出
親
子

（
父
子
）
関
係
の
存
在
確
認
の
前
提
と
し
て
母
子
関
係
の
確
定
が
問
題
に
な
る
場
合
が
あ
る
。
母
子
関
係
の
積
極
的
確
認
が
求
め
ら
れ
た
実

際
例
は
婚
外
母
子
関
係
の
存
在
確
認
で
あ
っ
て
、
そ
の
準
拠
法
如
何
に
つ
い
て
は
次
の
四
で
検
討
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
．
嫡
出
親
子
（
父

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

子
）
関
係
の
存
在
確
認
の
前
提
と
し
て
嫡
出
の
母
子
関
係
の
確
定
が
問
題
と
な
っ
た
も
の
に
、
浦
和
家
裁
昭
和
六
一
年
一
月
二
〇
日
審
判

が
あ
る
。
C
女
の
婚
外
子
と
し
て
届
出
ら
れ
た
子
X
が
実
は
日
本
人
A
男
と
婚
姻
関
係
に
あ
っ
た
B
女
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
で
あ
る
と

し
て
、
就
籍
許
可
申
立
が
な
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
就
籍
許
可
の
判
断
を
な
す
た
め
に
は
、
X
が
日
本
国
籍
を
取
得
、
保
有
し
て
い
る
か
、

さ
ら
に
そ
の
た
め
に
は
X
と
A
と
の
間
に
申
立
の
よ
う
な
親
子
関
係
が
存
在
し
て
い
る
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
一
七
条
が
適
用
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
、
実
母
（
と
主
張
さ
れ
て
い
る
）
B
の
夫
A
の
本
国
法
が
準
拠
法
と
さ
れ
て
い
る
。
嫡
出
親
子
関
係
存
在
確
認
に
お
い
て
は
、

表
見
上
の
母
と
の
間
の
親
子
関
係
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
実
母
と
主
張
さ
れ
て
い
る
母
の
夫
と
子
と
の
間
の
親
子
関
係
が

間
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
実
母
と
主
張
さ
れ
て
い
る
母
の
夫
の
本
国
法
が
準
拠
法
と
な
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

　
嫡
出
親
子
関
係
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
た
め
に
は
、
母
は
生
理
的
な
つ
な
が
り
の
あ
る
母
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
法

例
自
身
が
予
定
し
て
い
る
嫡
出
親
子
関
係
と
婚
外
親
子
関
係
の
区
別
に
由
来
す
る
。
た
だ
、
一
七
条
の
適
用
上
は
、
母
と
は
実
母
と
主
張

さ
れ
て
い
る
者
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
公
簿
上
嫡
出
親
子
関
係
あ
り
と
さ
れ
て
い
る
者
の
う
ち
、
わ
が
国
で
す
で
に
母
子

間
で
は
親
子
関
係
不
存
在
確
認
の
裁
判
が
確
定
し
て
い
る
場
合
に
は
、
一
七
条
の
適
用
が
な
い
こ
と
に
な
る
．
千
葉
地
裁
昭
和
四
九
年
一

10
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（
7
）

二
月
二
五
日
判
決
は
、
上
述
の
よ
う
な
場
合
に
、
表
見
上
の
父
の
死
亡
後
、
そ
の
父
と
の
間
の
親
子
関
係
不
存
在
確
認
を
請
求
し
た
事
件

で
、
す
で
に
表
見
上
の
母
と
の
間
に
は
母
子
関
係
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
確
定
し
て
い
る
こ
と
、
表
見
上
の
母
以
外
に
母
と
考
え
ら
れ
る

特
定
の
人
は
い
な
い
こ
と
（
原
告
は
日
本
生
れ
の
父
母
不
明
の
棄
児
）
を
挙
げ
て
、
一
七
条
に
よ
っ
て
は
準
拠
法
が
定
ま
ら
な
い
と
判
示
し
、

条
理
上
子
の
本
国
法
を
準
拠
法
と
し
て
い
る
。
子
の
本
国
法
を
準
拠
法
と
す
る
こ
と
が
妥
当
か
と
い
う
点
は
措
い
て
、
こ
の
事
例
で
は
母

子
関
係
の
存
否
も
な
お
争
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
．
不
存
在
が
確
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
表
見
上
の
父
に
対
す
る
親
子

関
係
不
存
在
確
認
に
つ
き
一
七
条
に
よ
る
こ
と
は
不
要
と
な
り
、
一
八
条
一
項
な
い
し
婚
外
父
子
関
係
の
不
存
在
の
問
題
に
移
行
す
る
こ

と
に
な
る
。

　
以
上
1
、
2
を
通
し
て
い
く
つ
か
の
裁
判
例
を
み
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
嫡
出
母
子
関
係
の
確
定
は
、
そ
れ
が
独
立
の
存
否
確
認
の
対

象
と
な
る
場
合
に
も
、
嫡
出
親
子
（
父
子
）
関
係
の
確
定
の
前
提
と
し
て
問
題
と
な
る
場
合
に
も
、
一
七
条
に
よ
り
決
せ
ら
れ
る
準
拠
法

の
適
用
を
受
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
七
条
は
、
母
子
関
係
の
存
在
を
前
提
と
し
て
母
と
婚
姻
関
係
に
あ
る
者
と
子
と

の
問
の
父
子
関
係
も
合
一
に
確
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
嫡
出
親
子
関
係
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
母
子
関
係
の
存
否
自
体
が

争
わ
れ
る
と
き
は
、
嫡
出
親
子
関
係
を
規
律
す
る
一
七
条
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
る
．
消
極
的
確
認
に
お
い
て
も
積
極
的

確
認
に
お
い
て
も
同
様
で
、
た
だ
、
消
極
的
確
認
の
請
求
に
お
い
て
は
、
表
見
上
の
母
子
関
係
を
起
点
と
し
て
、
準
拠
法
上
規
定
さ
れ
て

い
る
証
明
方
法
に
よ
っ
て
生
理
的
な
つ
な
が
り
の
あ
る
母
子
関
係
の
不
存
在
が
確
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
嫡
出
親
子
関
係
は
否
定
さ
れ
る
の

で
あ
り
、
積
極
的
確
認
の
請
求
に
お
い
て
は
、
実
母
と
主
張
さ
れ
る
者
を
起
点
と
し
て
、
準
拠
法
上
母
子
関
係
の
存
在
が
確
定
さ
れ
た
と

き
に
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
嫡
出
親
子
関
係
の
存
否
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
．
い
ず
れ
も
母
子
関
係
が
存
在
し
な
い
と
し
て
争
わ
れ
、

或
は
存
在
す
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
母
が
基
準
と
な
っ
て
い
る
．
母
子
関
係
の
存
否
が
争
わ
れ
て
い
る
そ
の
母
の
夫
の
国
籍
が
連
結
点
と

さ
れ
る
の
は
、
た
と
え
ば
不
法
行
為
に
つ
き
「
原
因
タ
ル
事
実
ノ
発
生
シ
タ
ル
地
」
の
法
律
が
準
拠
法
と
さ
れ
（
二
）
、
離
婚
に
つ
き

「
原
因
タ
ル
事
実
ノ
発
生
シ
タ
ル
時
」
に
お
け
る
夫
の
本
国
法
が
準
拠
法
と
さ
れ
る
（
一
六
本
）
の
と
同
様
で
あ
り
（
い
ず
れ
も
不
法
行
為
の
、

11
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或
は
離
婚
の
「
原
因
タ
ル
事
実
」
に
当
る
か
否
か
は
準
拠
法
を
適
用
し
て
み
な
け
れ
ば
確
定
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
）
、
母
で
あ
る
か
否
か
が
準
拠
法

の
適
用
を
受
け
る
べ
き
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
を
別
の
準
拠
法
に
よ
り
決
し
た
上
で
一
七
条
が
適
用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
母
で

あ
る
か
否
か
を
含
め
て
、
嫡
出
親
子
関
係
に
つ
き
、
母
で
あ
る
こ
と
が
争
わ
れ
て
い
る
者
の
夫
の
本
国
法
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
た
だ
、
一
七
条
は
、
単
位
法
律
関
係
と
し
て
の
嫡
出
親
子
関
係
に
つ
き
生
理
的
な
つ
な
が
り
の
あ
る
母
子
関
係
を
前
提
と
し
て
い

る
か
ら
、
す
で
に
母
子
関
係
が
否
定
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
一
七
条
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
嫡
出
親
子
関
係
の
問
題
と
は
い
え
な
い
。

　
一
七
条
の
起
草
者
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
一
七
条
の
適
用
に
つ
き
母
子
関
係
の
存
否
が
争
わ
れ
る
場
合
を
現
実
に
は
予
想
し
な
か
っ
た

と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
で
嫡
出
の
母
子
関
係
の
確
定
に
つ
い
て
は
一
見
、
法
に
欠
歓
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
一
七
条
に

よ
っ
て
嫡
出
親
子
関
係
を
父
母
合
一
に
規
律
し
よ
う
と
し
た
立
法
者
の
意
図
か
ら
す
れ
ば
、
嫡
出
親
子
関
係
の
基
礎
と
な
る
母
子
関
係
に

つ
い
て
も
一
七
条
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
嫡
出
母
子
関
係
の
存
否
確
認
に
つ
い
て
法
の
欠
歓
は
存
在
せ
ず
、
一
七

条
の
類
推
で
は
な
し
に
、
一
七
条
が
適
用
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
．

　
こ
の
点
を
中
間
報
告
に
つ
い
て
み
る
と
、
検
討
事
項
六
の
甲
案
な
い
し
丙
案
は
い
ず
れ
も
親
を
基
準
に
し
て
準
拠
法
を
定
め
る
の
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

し
、
丁
案
は
子
の
本
国
法
を
準
拠
法
と
す
る
。
現
行
規
定
の
考
え
方
を
引
継
い
で
改
正
す
る
と
す
れ
ば
、
甲
案
、
乙
案
、
或
は
六
（
注
－
）

で
い
う
よ
う
に
甲
案
の
規
定
方
法
に
代
え
て
、
「
子
が
嫡
出
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
子
の
出
生
の
当
時
に
お
け
る
父
母
の
共
通
本
国
法
に
よ

っ
て
定
め
る
。
（
下
略
）
」
と
す
る
案
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
（
丙
案
は
一
で
指
摘
し
た
よ
う
に
規
定
と
し
て
不
完
全
で
あ
る
）
．
こ
れ
ら
の
案
に

よ
れ
ば
、
父
母
の
共
通
本
国
法
（
乙
案
で
追
加
－
父
母
の
い
ず
れ
か
一
方
の
本
国
法
）
、
共
通
常
居
所
地
法
、
そ
れ
ら
が
な
い
と
き
に
父
母
の

最
密
接
関
連
法
が
順
次
準
拠
法
と
な
る
。
こ
こ
で
、
本
国
法
と
常
居
所
地
法
と
は
順
位
を
つ
け
て
並
置
さ
れ
て
い
る
が
、
常
居
所
地
法
も

な
お
属
人
法
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、
密
接
関
連
法
の
一
つ
と
し
て
密
接
性
の
度
合
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
か
が
間

わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
こ
こ
で
の
議
論
は
密
接
関
連
法
に
集
中
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
最
密
接
関
連
法
の
決
定
を
め
ぐ
っ
て

新
た
な
問
題
が
生
ず
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
．
こ
れ
ら
の
問
題
の
検
討
は
、
本
論
稿
の
範
囲
を
超
え
る
．
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（
1
）
　
田
中
徹
・
渉
外
判
例
研
究
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
〇
七
号
一
五
一
－
一
五
二
頁
参
照
。

（
2
）
　
谷
口
知
平
・
現
代
外
国
法
典
叢
書
⑯
仏
蘭
西
民
法
ω
人
事
法
二
九
三
頁
参
照
．

（
3
）
　
裁
判
例
の
紹
介
、
整
理
は
、
海
老
沢
美
広
・
渉
外
親
子
関
係
事
件
を
め
ぐ
る
一
考
察
・
国
際
法
外
交
雑
誌
六
八
巻
一
号
三
五
頁
以
下
、
林
脇
ト

　
シ
子
・
親
子
関
係
存
否
確
認
・
判
例
コ
ン
メ
ソ
タ
ー
ル
7
民
法
V
渉
外
家
族
法
（
昭
和
五
三
・
四
）
七
八
五
頁
以
下
参
照
．

（
4
V
　
家
裁
月
報
一
三
巻
七
号
八
○
頁
。
韓
国
人
女
が
韓
国
人
夫
と
の
婚
姻
継
続
中
、
他
の
韓
国
人
男
と
の
間
に
も
う
け
た
子
に
つ
き
、
子
か
ら
出
生

当
時
の
母
の
夫
に
対
し
、
親
子
関
係
不
存
在
確
認
の
請
求
が
な
さ
れ
た
事
件
。

（
5
）
　
下
民
集
一
五
巻
一
〇
号
二
四
一
九
頁
（
海
老
沢
・
渉
外
判
例
百
選
（
増
補
版
）
一
六
八
頁
）
．
日
本
在
住
の
朝
鮮
人
男
が
朝
鮮
人
妻
と
の
婚
姻

継
続
中
、
日
本
在
住
の
日
本
人
女
と
の
問
に
も
う
け
た
子
に
つ
き
、
子
か
ら
表
見
上
の
母
に
対
し
、
そ
の
間
の
親
子
関
係
不
存
在
確
認
が
求
め
ら
れ

　
た
事
件
。

（
6
）
家
裁
月
報
三
八
巻
四
号
一
〇
六
頁
（
鳥
居
淳
子
・
渉
外
判
例
研
究
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
七
五
号
二
七
一
頁
）
．
申
立
人
X
は
日
本
人
A
男
と
婚
姻

関
係
に
あ
っ
た
韓
国
人
B
女
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
で
あ
る
が
、
A
は
敗
戦
に
ょ
り
収
容
さ
れ
日
本
に
単
身
帰
国
し
、
B
は
韓
国
人
男
と
婚
姻
す
る

　
こ
と
に
な
り
、
X
は
B
の
養
母
で
あ
る
韓
国
人
C
女
の
婚
外
子
と
し
て
届
出
ら
れ
て
い
た
．
子
X
か
ら
日
本
戸
籍
に
就
籍
許
可
の
申
立
が
な
さ
れ
た

事
件
．

（
7
）
　
判
例
時
報
七
八
一
号
九
六
頁
（
田
中
・
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
〇
七
号
一
四
九
頁
）
。
虚
偽
の
申
告
に
ょ
り
韓
国
戸
籍
に
同
国
人
夫
婦
間
の
嫡
出

　
子
と
し
て
記
載
さ
れ
た
日
本
生
ま
れ
の
父
母
不
明
の
子
（
棄
児
）
か
ら
、
表
見
上
の
父
の
死
亡
後
、
表
見
上
の
母
と
の
間
に
親
子
関
係
不
存
在
確
認

　
の
審
判
を
経
た
上
、
さ
ら
に
表
見
上
の
父
と
の
間
の
親
子
関
係
不
存
在
確
認
の
請
求
が
な
さ
れ
た
事
件
。

（
8
）
　
「
母
ノ
夫
」
の
国
籍
を
連
結
点
と
す
る
こ
と
が
両
性
平
等
の
理
念
に
抵
触
し
な
い
か
と
い
う
懸
念
を
免
れ
る
こ
と
が
主
眼
で
、
現
行
規
定
の
考
え

　
方
そ
の
も
の
は
維
持
で
き
る
と
す
る
立
場
か
ら
の
改
正
案
と
い
え
よ
う
．

四

　
わ
が
国
の
国
際
私
法
上
、
婚
外
親
子
関
係
に
つ
い
て
は
、
法
例
一
八
条
で
認
知
の
規
定
を
設
け
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
諸
国
の
立
法

例
上
血
縁
の
み
に
よ
っ
て
婚
外
親
子
関
係
が
成
立
す
る
例
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
に
つ
い
て
も
一
八
条
の
適
用
範
囲
内
に
入
る
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か
否
か
が
論
議
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
．
一
八
条
が
「
認
知
」
を
単
位
法
律
関
係
と
し
て
い
る
の
は
、
実
質
法
上
、
婚

外
親
子
関
係
の
成
立
の
た
め
に
は
、
親
と
子
の
間
の
生
理
的
な
つ
な
が
リ
プ
ラ
ス
α
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
プ
ラ
ス
α
が
認
知
で
あ
る
場

合
を
念
頭
に
お
い
て
立
法
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
．
す
な
わ
ち
、
二
に
お
い
て
、
婚
外
親
子
関
係
に
つ
い
て
は
、
家
庭
の
平

和
の
理
想
と
子
の
利
益
の
保
護
の
理
想
と
の
間
で
、
生
理
的
な
つ
な
が
り
だ
け
で
は
親
子
関
係
を
成
立
さ
せ
ず
、
プ
ラ
ス
α
が
必
要
で
あ

る
と
す
る
実
質
法
上
の
立
法
例
を
み
た
．
こ
の
点
に
つ
い
て
、
や
や
詳
し
く
み
て
お
き
た
い
．

　
沿
革
的
に
は
、
父
子
関
係
の
み
な
ら
ず
母
子
関
係
に
つ
い
て
も
、
婚
外
親
子
関
係
の
成
立
に
は
父
ま
た
は
母
と
子
の
間
に
生
理
的
な
つ

な
が
り
が
あ
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
そ
れ
を
前
提
と
し
た
上
で
父
ま
た
は
母
の
意
思
表
示
が
必
要
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
婚
外
親
子
関
係

の
成
立
と
い
う
効
果
も
父
ま
た
は
母
の
そ
れ
を
欲
し
た
意
思
表
示
の
効
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
．
し
か
し
、
立
法
上
、
任
意
認
知
だ
け

で
な
く
強
制
認
知
の
制
度
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
．
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
は
か
つ
て
父
の
捜
索
を
禁
じ
て
い
た
が
、
三
四

〇
条
は
婚
姻
外
の
父
子
関
係
も
裁
判
上
宣
言
さ
れ
る
も
の
と
し
た
。
但
し
、
宣
言
さ
れ
る
場
合
が
要
件
的
に
厳
格
に
制
限
さ
れ
て
お
り
、

三
四
〇
条
の
一
に
規
定
す
る
場
合
に
は
父
子
関
係
捜
索
の
訴
は
受
理
さ
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
母
子
関
係
の
捜
索
は
三
四
一
条
で
広
く

認
め
ら
れ
、
事
実
関
係
の
証
明
に
よ
り
決
せ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
強
制
認
知
で
は
生
理
的
な
つ
な
が
り
が
前
面
に
出
て
、
プ
ラ
ス
α
が

縮
減
さ
れ
る
。
親
の
死
亡
後
に
も
強
制
認
知
を
認
め
る
わ
が
国
の
民
法
の
規
定
（
七
八
七
．
昭
和
一
七
年
法
七
改
正
）
は
そ
の
延
長
上
に
あ

る
。　

さ
ら
に
、
母
子
関
係
に
つ
い
て
は
、
認
知
の
必
要
そ
の
も
の
を
否
定
し
、
出
生
の
事
実
に
よ
っ
て
母
子
関
係
が
成
立
す
る
と
す
る
立
法

例
が
あ
る
（
わ
が
民
法
七
七
九
条
の
規
定
に
対
し
、
学
説
、
判
例
は
、
母
子
関
係
に
つ
い
て
は
棄
児
の
よ
う
な
例
外
的
な
場
合
を
除
い
て
、
認
知
を
要
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

な
い
と
す
る
．
ス
イ
ス
民
法
二
五
二
1
、
中
華
民
国
民
法
一
〇
六
五
後
段
参
照
）
。
母
子
関
係
の
成
立
に
つ
い
て
認
知
を
要
す
る
と
す
る
か
否
か
は
、

一
つ
の
立
法
政
策
の
問
題
で
あ
り
、
分
娩
の
事
実
に
よ
っ
て
生
理
的
な
親
子
関
係
は
生
じ
て
も
法
律
上
も
そ
う
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
、

認
知
が
な
け
れ
ば
法
律
上
の
親
子
関
係
を
成
立
せ
し
め
な
い
と
い
う
の
も
一
つ
の
政
策
で
は
あ
る
．
し
か
し
、
政
策
の
合
理
性
を
考
え
る
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と
、
認
知
を
必
要
と
す
る
こ
と
の
大
き
な
理
由
は
、
親
子
間
の
生
理
的
な
つ
な
が
り
が
事
実
と
し
て
必
ず
し
も
確
証
さ
れ
え
な
い
こ
と
、

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
事
実
関
係
を
主
張
し
て
結
着
の
つ
か
な
い
争
い
に
持
込
む
こ
と
は
家
庭
の
平
和
を
乱
す
こ
と
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
事
実
関
係
が
確
証
で
き
る
も
の
で
あ
れ
ぽ
、
た
と
え
婚
姻
外
の
親
子
関
係
で
あ
っ
て
も
事

実
は
事
実
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
、
家
庭
の
平
和
の
観
点
か
ら
も
か
え
っ
て
望
ま
し
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
父
子
関
係
に
較
べ
る

と
母
子
関
係
に
つ
い
て
は
、
分
娩
と
い
う
事
実
か
ら
母
子
間
の
生
理
的
な
つ
な
が
り
を
証
明
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
（
棄
児
の
よ
う
に

分
娩
の
事
実
が
明
か
で
な
い
場
合
に
は
、
し
た
が
っ
て
認
知
を
要
求
し
て
い
る
）
。
こ
こ
に
母
子
関
係
の
成
立
に
は
認
知
を
要
し
な
い
と
す
る
立
法

例
が
現
わ
れ
た
理
由
が
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
父
子
関
係
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
生
理
的
な
つ
な
が
り
が
あ
れ
ば
親
子
関
係
成
立
の
法
律
要
件
と
し

て
十
分
で
あ
る
、
父
の
場
合
に
も
生
理
的
な
つ
な
が
り
と
い
う
要
件
事
実
が
父
の
承
認
（
任
意
認
知
）
ま
た
は
裁
判
（
強
制
認
知
）
に
よ
っ

て
確
認
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
任
意
認
知
に
お
い
て
も
親
子
関
係
成
立
の
効
果
は
意
思
表
示
の
効
果
で
は
な
く
事
実
承
認
に
結
付
く
効
果
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

あ
る
と
す
る
考
え
方
が
生
ま
れ
て
き
た
。
た
だ
、
父
子
関
係
に
つ
い
て
は
生
理
的
な
つ
な
が
り
は
完
全
に
は
確
証
で
き
ず
、
認
知
は
父
で

あ
り
う
る
と
い
う
可
能
性
の
上
に
父
に
よ
る
そ
の
事
実
の
承
認
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
（
こ
の
点
か
ら
死
後
認
知
が
許
さ
れ
る
か
否
か
が
問
題

と
な
る
）
。

　
こ
こ
で
は
、
な
お
、
認
知
を
ま
っ
て
親
子
関
係
の
成
立
と
い
う
効
果
が
生
じ
る
の
で
あ
る
が
、
父
子
関
係
に
つ
い
て
も
認
知
は
事
実
の

承
認
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
事
実
主
義
（
血
統
主
義
）
と
の
接
点
が
生
ま
れ
る
．
た
と
え
ば
、
ド
イ
ッ
民
法
（
旧
二
五
八

九
条
二
項
で
は
婚
外
子
と
父
の
間
に
は
法
律
上
一
般
的
な
親
子
関
係
を
認
め
ず
、
た
だ
、
（
旧
）
一
七
一
七
条
に
規
定
す
る
一
定
の
者
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

（
旧
）
一
七
〇
八
条
以
下
に
規
定
す
る
扶
養
料
支
払
義
務
に
つ
い
て
は
婚
外
子
の
父
と
看
倣
し
て
い
た
．
つ
ま
り
、
父
子
関
係
に
つ
い
て

も
認
知
を
要
し
な
い
と
し
な
が
ら
、
生
理
的
な
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
は
法
律
上
の
親
子
関
係
の
成
立
を
一
般
的
に
は
認
め
ず
、
そ
こ
か
ら

生
ず
る
法
律
上
の
効
果
を
狭
く
限
定
す
る
立
法
例
で
あ
る
．
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
多
く
の
州
で
は
婚
外
親
子
関
係
の
成
立
に
つ
い
て
認
知
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と
い
う
画
一
的
な
身
分
決
定
に
よ
ら
ず
に
、
身
分
関
係
を
前
提
と
し
て
た
と
え
ば
扶
養
請
求
が
行
わ
れ
る
と
、
そ
こ
で
個
別
に
身
分
関
係

　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

が
確
認
さ
れ
る
．
さ
ら
に
、
社
会
主
義
国
で
は
認
知
の
規
定
を
お
か
ず
、
血
統
主
義
に
立
つ
と
み
ら
れ
る
立
法
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
立
法
例
を
み
た
だ
け
で
も
、
婚
外
親
子
関
係
の
成
立
に
つ
い
て
認
知
を
要
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
国
際
私
法
上
、
婚
外
親
子
関
係
の
確
定
を
め
ぐ
っ
て
提
起
さ
れ
る
問
題
は
、
認
知
の
要
件
、
認
知
無
効
、
認
知
請
求
の
他
、
婚
外
親

子
関
係
存
在
確
認
（
認
知
を
ま
た
ず
に
婚
外
親
子
関
係
が
成
立
し
て
い
る
も
の
と
し
て
）
、
或
は
不
存
在
確
認
（
嫡
出
親
子
関
係
と
と
も
に
婚
外
親
子

関
係
も
存
在
し
な
い
こ
と
の
確
認
を
求
め
て
）
の
請
求
に
亙
り
う
る
．
と
こ
ろ
が
、
法
例
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
婚
外
親
子
関
係
の
成
立
に
は

認
知
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
法
制
度
を
念
頭
に
お
い
て
、
直
ち
に
、
認
知
の
要
件
を
規
律
す
る
準
拠
法
如
何
を
一
八
条
一
項
に
規
定
し
た
。

そ
こ
で
、
上
述
の
問
題
の
う
ち
認
知
に
関
す
る
も
の
を
除
く
他
に
つ
い
て
は
、
準
拠
法
決
定
の
規
定
を
欠
く
の
で
は
な
い
か
が
問
題
と
な

る
。　

も
っ
と
も
、
こ
れ
を
法
の
欠
飲
と
み
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
を
要
す
る
。
立
法
者
は
、
確
か
に
、
認
知
以
外
の
方
法
で
、

と
く
に
父
子
関
係
に
つ
い
て
は
、
婚
外
親
子
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
を
考
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
認
知
の
他
に
婚
外
親
子
関
係
成
立
の

規
定
を
お
か
な
か
っ
た
が
、
立
法
者
は
、
一
八
条
一
項
で
婚
外
親
子
関
係
の
成
立
を
規
律
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
認
知
」
と
い
う
文
言
を
使
っ
て
い
て
も
、
立
法
者
の
意
図
に
し
た
が
え
ば
、
婚
外
親
子
関
係
の
成
立
一
般
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、

認
知
以
外
の
方
法
に
よ
る
婚
外
親
子
関
係
の
成
立
に
つ
い
て
も
一
八
条
一
項
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
、
こ
の
意
味
で
法
の
欠
敏
は
存
在
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

い
と
す
る
立
場
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
正
し
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
立
法
者
は
一
八
条
で

婚
外
親
子
関
係
の
規
律
を
考
え
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
．
し
か
し
、
そ
の
婚
外
親
子
関
係
と
は
認
知
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
と
考

　
　
（
7
）

え
ら
れ
、
そ
の
前
提
で
一
八
条
一
項
の
規
定
内
容
が
定
め
ら
れ
た
．
も
し
そ
れ
以
外
の
方
法
で
婚
外
親
子
関
係
が
成
立
す
る
場
合
を
予
想

し
た
と
す
れ
ば
、
一
八
条
一
項
の
よ
う
な
規
定
内
容
と
な
っ
た
か
は
不
明
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
場
合
の
規
律
が
認
知
の
規
定
の
中
に
当

然
含
ま
れ
る
と
い
う
関
連
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
認
知
以
外
の
方
法
に
よ
る
婚
外
親
子
関
係
の
成
立
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
法
例
に
欠

16
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け
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
問
題
は
、
こ
の
法
欠
訣
の
場
合
に
、
一
八
条
一
項
を
類
推
す
る
こ
と
が
妥
当
か
、
或
は
何
ら
か
他
の
準
則
を
見
出
す
べ
き
か
と
い
う
点

に
移
る
。
一
八
条
一
項
で
は
「
子
ノ
認
知
」
に
つ
き
そ
の
要
件
は
「
父
又
ハ
母
」
（
以
下
、
父
（
母
）
と
表
記
す
る
）
に
つ
い
て
は
父
（
母
）

の
、
子
に
つ
い
て
は
子
の
本
国
法
に
よ
る
と
規
定
し
て
い
る
．
こ
の
規
定
が
認
知
以
外
の
方
法
に
よ
る
婚
外
親
子
関
係
の
成
立
に
つ
い
て

も
類
推
さ
れ
る
か
否
か
は
、
認
知
に
よ
る
婚
外
親
子
関
係
の
成
立
を
め
ぐ
る
当
事
者
お
よ
び
利
害
関
係
を
有
す
る
者
の
利
益
状
況
と
、
そ

れ
以
外
の
場
合
に
お
け
る
そ
の
利
益
状
況
と
が
、
同
等
か
別
異
か
に
よ
っ
て
定
ま
る
．
認
知
に
よ
る
婚
外
親
子
関
係
の
成
立
と
血
縁
の
み

に
よ
る
そ
れ
と
を
比
較
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
前
者
は
、
と
く
に
任
意
認
知
に
お
い
て
明
か
で
あ
る
が
、
認
知

に
よ
っ
て
身
分
関
係
が
形
成
さ
れ
る
（
強
制
認
知
に
つ
い
て
は
形
成
で
あ
る
か
確
認
と
す
る
か
の
議
論
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
認
知
の
訴
を

要
す
る
の
で
あ
っ
て
、
出
生
に
ょ
り
当
然
に
生
ず
る
身
分
関
係
で
は
な
い
）
の
に
対
し
、
後
者
は
、
出
生
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
身
分
関
係
が
、

生
理
的
な
つ
な
が
り
と
い
う
事
実
の
証
明
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
従
前
の

身
分
関
係
に
変
化
を
来
た
す
も
の
と
し
て
子
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
（
た
と
え
ば
、
成
年
の
子
に
つ
き
そ
の
承
認
を
任
意
認
知
の
要
件
と
す

る
（
日
民
七
八
二
）
）
子
自
身
の
属
人
法
n
本
国
法
の
関
与
を
必
要
と
し
て
い
る
（
父
（
母
）
の
本
国
法
と
子
の
本
国
法
の
配
分
的
適
用
．
こ
の
場

合
、
子
の
本
国
法
の
み
に
よ
っ
て
認
知
の
成
否
を
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
子
の
本
国
法
の
関
与
は
そ
の
承
認
の
必
要
な
ど
主
と
し
て
身
分
関
係
の

形
成
を
否
定
す
る
方
向
で
働
く
）
．
後
者
に
つ
い
て
は
、
全
く
事
実
の
確
認
に
他
な
ら
ず
他
の
考
慮
は
一
切
含
ま
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
認
知
の

場
合
と
は
事
情
が
異
な
り
、
父
（
母
）
の
本
国
法
と
子
の
本
国
法
の
双
方
を
準
拠
法
と
す
る
必
要
は
な
い
（
む
し
ろ
二
つ
の
法
の
関
与
の
た
め

に
身
分
関
係
の
確
定
が
難
し
く
な
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
い
う
点
で
不
都
合
で
さ
え
あ
る
）
。
こ
の
意
味
で
、
後
者
に
つ
い
て
一
八
条
一
項
の
類
推

は
適
当
で
な
く
、
当
事
者
い
ず
れ
か
の
属
人
法
目
本
国
法
に
よ
る
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
．
む
し
ろ
、
同
じ
く
出
生
に
よ
っ
て
身
分

関
係
の
定
ま
る
嫡
出
親
子
関
係
の
確
定
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
と
し
て
、
一
七
条
が
親
を
起
点
と
し
た
の
に
倣
っ
て
、
父
（
母
）
の
本
国

法
に
よ
る
と
す
る
考
え
方
が
生
ま
れ
る
（
嫡
出
子
に
つ
い
て
は
父
母
合
一
に
決
せ
ら
れ
る
の
で
「
母
ノ
夫
」
の
本
国
法
と
規
定
さ
れ
る
が
、
婚
外
子
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（
8
）

に
つ
い
て
は
父
母
合
一
で
あ
る
必
要
は
な
い
か
ら
．
問
題
と
な
っ
て
い
る
父
（
母
）
の
本
国
法
を
準
拠
法
と
す
る
）
。

　
し
か
し
、
身
分
関
係
の
形
成
か
確
認
か
と
い
う
理
論
上
の
争
い
は
措
く
と
し
て
、
実
際
上
、
確
認
、
と
く
に
積
極
的
確
認
の
請
求
に
お

い
て
、
親
か
ら
の
確
認
請
求
に
対
し
て
は
（
認
知
の
場
合
と
同
様
に
）
子
の
承
諾
を
要
す
る
と
す
る
立
法
も
考
え
ら
れ
な
い
か
．
事
実
の
確

認
の
際
の
証
拠
方
法
の
限
定
、
推
定
規
定
な
ど
が
準
拠
法
の
内
容
と
し
て
考
え
う
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
子
の
属
人
法
”
本
国
法
に
お
け
る

こ
れ
ら
の
規
定
が
子
の
利
益
の
た
め
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
認
知
の
場
合
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
事
実
の
確
認
に
よ
っ
て
親
子
関
係

が
確
定
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
一
七
条
の
嫡
出
親
子
関
係
の
準
拠
法
決
定
の
方
法
に
類
す
る
と
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
両
者
の
決
定
的
な

差
異
と
し
て
、
発
生
す
る
効
果
が
嫡
出
親
子
関
係
で
あ
る
か
婚
外
親
子
関
係
で
あ
る
か
の
点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
す

な
わ
ち
、
前
者
で
は
事
実
が
確
認
さ
れ
親
子
関
係
が
確
定
さ
れ
る
こ
と
が
子
の
利
益
の
保
護
に
直
結
す
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
が
、

後
者
で
は
そ
れ
が
婚
外
親
子
関
係
の
効
果
如
何
に
よ
っ
て
は
必
ず
し
も
子
の
利
益
に
つ
な
が
る
と
は
限
ら
ず
、
と
り
わ
け
子
の
保
護
の
た

め
の
要
件
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
を
め
ぐ
る
両
者
の
利
益
状
況
の
違
い
が
、
準
拠
法
決
定
の
方
法
を
左
右
す
る
。
こ
の
意
味
で
、
血
縁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の
み
に
よ
り
成
立
す
る
婚
外
親
子
関
係
に
つ
い
て
は
、
一
八
条
一
項
を
類
推
す
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
る
。

　
一
八
条
一
項
類
推
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
点
で
困
難
が
生
じ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
一
つ
は
、
認
知
主

義
を
と
る
国
の
国
籍
を
も
つ
子
か
ら
認
知
の
請
求
が
な
さ
れ
た
が
相
手
方
で
あ
る
親
の
本
国
法
は
事
実
主
義
を
と
っ
て
い
る
場
合
、
逆
に

事
実
主
義
を
と
る
国
の
国
籍
を
も
つ
子
か
ら
親
子
関
係
存
在
確
認
の
請
求
が
な
さ
れ
た
が
相
手
方
で
あ
る
親
の
本
国
法
が
認
知
主
義
を
と

る
場
合
に
、
妥
当
な
結
論
を
導
く
た
め
に
は
、
い
わ
ゆ
る
適
応
問
題
と
し
て
処
理
す
る
必
要
が
生
ず
る
．
と
く
に
裁
判
例
で
間
題
と
な
っ

た
前
者
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
婚
外
親
子
関
係
が
血
縁
の
み
に
よ
っ
て
発
生
す
る
か
、
或
は
認
知
を
ま
っ
て
始
め
て
成
立
す
る
か
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

両
当
事
者
相
互
の
関
係
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
国
法
の
配
分
的
適
用
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
点
で
、
一
八
条
一
項
類
推
は
、
両
当

事
者
の
本
国
法
の
累
積
的
適
用
に
導
く
。
そ
し
て
、
ひ
と
ま
ず
次
の
よ
う
な
推
論
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
婚
外
親
子
関
係
が
認

知
を
ま
っ
て
成
立
す
る
法
と
血
縁
の
み
に
よ
っ
て
発
生
す
る
法
と
の
累
積
的
適
用
の
結
果
は
、
成
立
に
よ
り
困
難
な
要
件
を
課
す
る
法
に
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よ
る
と
い
う
意
味
で
、
認
知
を
要
求
す
る
．
と
こ
ろ
で
、
血
縁
の
み
に
よ
っ
て
婚
外
親
子
関
係
が
発
生
す
る
国
で
は
認
知
の
制
度
を
設
け

て
い
な
い
が
、
認
知
の
結
果
で
あ
る
婚
外
親
子
関
係
の
発
生
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
認
知
が
可
能
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
推
論
に
は
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
認
知
が
な
さ
れ
た
場
合
、
認
知
の
効
果
は
父
（
母
）
の

本
国
法
に
よ
る
（
一
八
∬
）
か
ら
、
父
（
母
）
の
本
国
法
上
、
親
子
関
係
の
確
定
は
個
別
の
請
求
の
前
提
と
し
て
の
親
子
関
係
の
確
認
で
あ

っ
て
婚
外
親
子
関
係
の
一
般
的
な
成
立
を
認
め
る
も
の
で
な
い
と
す
る
と
、
子
か
ら
認
知
を
求
め
た
目
的
が
達
せ
ら
れ
ず
、
適
応
を
行
う

こ
と
が
適
切
か
否
か
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
一
応
認
知
が
可
能
と
し
た
が
、
な
お
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。

　
第
二
に
は
、
一
八
条
一
項
類
推
に
よ
り
、
父
（
母
）
の
本
国
法
と
並
ん
で
、
子
の
本
国
法
が
準
拠
法
と
な
る
と
す
る
と
き
、
子
の
国
籍

の
決
定
を
め
ぐ
っ
て
循
環
論
に
陥
る
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
こ
の
批
判
は
、
出
生
に
よ
る
国
籍
取
得
に
つ
き
血
統
主

義
を
と
る
場
合
に
は
、
親
子
関
係
が
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
子
の
国
籍
も
定
ま
ら
な
い
と
い
う
点
で
、
理
論
上
避
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
批
判
を
理
由
に
、
一
八
条
一
項
類
推
が
実
際
上
も
不
可
能
で
あ
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
う
。
実
際
に
起
り
う
る
場
合
を
想

定
し
て
逐
一
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
い
く
つ
か
の
場
合
を
考
え
る
に
止
め
る
．
ま
ず
、
子
が
生
地
主
義
の
国
で
生

ま
れ
た
場
合
に
は
循
環
論
の
回
避
さ
れ
る
の
は
明
か
で
あ
る
（
も
っ
と
も
二
重
国
籍
が
生
ず
る
場
合
の
一
方
が
日
本
国
籍
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は

二
七
条
但
書
の
適
用
上
問
題
が
残
る
）
．
ま
た
、
一
般
に
、
親
子
関
係
存
否
確
認
の
請
求
で
．
当
事
者
の
一
方
目
親
の
本
国
法
で
親
子
関
係
の

成
立
を
否
定
し
て
い
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
親
子
関
係
の
成
立
は
否
定
さ
れ
る
か
ら
、
当
事
者
の
他
方
“
子
の
本
国
法
の
決
定
に
到
ら
な
い
場

合
が
多
い
．
問
題
と
な
る
の
は
、
親
の
本
国
法
で
親
子
関
係
の
成
立
を
肯
定
し
て
い
る
と
き
、
子
の
本
国
法
を
決
定
す
る
必
要
が
生
ず
る
。

こ
こ
で
親
子
関
係
存
否
確
認
は
出
生
に
ょ
る
親
子
関
係
が
す
で
に
存
在
し
て
い
る
、
或
は
存
在
し
な
い
と
い
う
確
認
で
あ
り
、
こ
れ
が
確

認
さ
れ
れ
ば
出
生
の
始
め
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
子
の
国
籍
も
こ
れ
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
認
知
が
遡
及
効

を
認
め
る
に
し
ろ
、
認
知
（
の
意
思
表
示
、
或
は
裁
判
）
が
あ
っ
て
始
め
て
親
子
関
係
が
確
定
さ
れ
る
か
ら
、
確
定
さ
れ
る
ま
で
は
従
前
の

国
籍
が
基
準
に
な
る
の
と
は
異
な
る
．
こ
れ
が
循
環
論
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
．
し
か
し
、
子
か
ら
の
存
在
確
認
で
は
、
子
は
親
子
関
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係
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
親
の
本
国
法
に
よ
り
そ
れ
が
確
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
子
の
利
益
保
護
の
た
め
の
チ
ェ
ッ

ク
機
能
を
果
た
す
べ
き
子
の
本
国
法
の
考
慮
は
不
要
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
父
ま
た
は
母
か
ら
の
請
求
に
対
し
て
は
、
本
来
子
の
本
国

法
の
関
与
は
こ
の
請
求
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
点
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
機
能
を
果
た
さ
せ
る
べ
く
子
の
本
国
法
の
決
定
が
必

要
と
な
る
。
こ
の
目
的
か
ら
い
え
ば
、
子
の
国
籍
は
、
親
子
関
係
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
る
国
籍
で
は
な
く
、
現
在
取

得
し
て
い
る
と
さ
れ
る
国
籍
が
基
準
と
な
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
（
形
成
か
確
認
か
の
別
に
か
か
わ
ら
ず
、
認
知
の
場
合
に
準
ず
る
）
．
す
な
わ
ち
、

母
子
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
婚
外
父
子
関
係
が
確
定
し
て
い
る
場
合
に
は
父
の
国
籍
を
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
父
母
が
と
も
に
知

れ
な
い
と
き
と
し
て
日
本
で
生
ま
れ
た
と
き
は
日
本
国
籍
（
国
籍
二
3
）
を
、
父
子
関
係
に
つ
い
て
は
、
多
く
婚
外
母
子
関
係
が
確
定
し
て

い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
母
の
国
籍
を
基
準
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
こ
の
よ
う
に
し
て
、
子
の
国
籍
を
め
ぐ
る
循
環
論
も
実
際
上
は
お
お

よ
そ
回
避
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
以
上
に
よ
り
、
婚
外
親
子
関
係
の
成
立
一
般
に
つ
い
て
、
一
八
条
一
項
を
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
考
え
る
。

　
以
上
は
法
例
の
解
釈
論
と
し
て
、
欠
敏
補
充
を
考
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
立
法
論
と
し
て
は
、
最
近
の
実
質
法
に
お
け
る
立
法
が
嫡
出

親
子
関
係
か
ら
生
ず
る
効
果
と
婚
外
親
子
関
係
か
ら
生
ず
る
効
果
の
差
を
狭
め
る
傾
向
か
ら
い
っ
て
、
父
（
母
）
の
本
国
法
と
別
に
子
の

本
国
法
を
考
慮
す
る
こ
と
が
ど
こ
ま
で
必
要
か
を
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
．
む
し
ろ
、
中
間
報
告
の
検
討
事
項
七
の
丙
案
、
す
な
わ
ち

「
非
嫡
出
親
子
関
係
成
立
の
要
件
は
、
父
子
関
係
に
つ
い
て
は
父
の
、
母
子
関
係
に
つ
い
て
は
母
の
本
国
法
に
よ
っ
て
定
め
る
」
と
す
る

の
が
簡
明
で
あ
る
．
認
知
、
或
は
親
か
ら
の
存
在
確
認
に
つ
い
て
、
子
の
承
諾
を
規
定
す
る
子
の
本
国
法
の
考
慮
が
必
要
か
否
か
は
検
討

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
七
（
注
3
）
参
照
）
。
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（
1
）
　
ド
イ
ッ
民
法
（
旧
）
一
七
〇
五
条
も
、
婚
外
母
子
関
係
は
出
生
に
よ
り
発
生
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
婚
外
子
も
「
母
及
其
ノ
血
族
二
対
ス

　
ル
関
係
二
於
テ
ハ
嫡
出
子
ノ
法
律
上
ノ
地
位
ヲ
有
ス
」
と
規
定
し
て
い
た
。
ド
イ
ッ
民
法
第
四
編
第
二
章
の
規
定
は
、
後
出
一
九
六
九
年
八
月
一
九

　
日
法
O
＄
①
9
喜
霞
象
Φ
冨
魯
象
。
冨
幹
Φ
一
冨
夷
α
霞
艮
。
暮
魯
魯
9
。
昌
峯
＆
霞
に
よ
っ
て
大
幅
に
改
正
さ
れ
た
．
一
七
〇
五
条
も
同
法
に
よ
り



実親子関係の成立についての準拠法

新
規
に
立
法
さ
れ
、
さ
ら
に
一
九
七
九
年
七
月
一
八
日
法
Ω
①
器
言
N
弩
Z
Φ
ξ
Φ
鴨
一
毒
㎎
号
の
寄
畠
富
q
霞
葺
Φ
注
。
ぎ
づ
の
。
茜
Φ
に
よ
っ
て
変
更

さ
れ
た
が
、
婚
外
母
子
関
係
が
出
生
の
事
実
に
よ
っ
て
発
生
す
る
こ
と
は
変
り
な
い
．
な
お
、
ド
イ
ッ
（
お
よ
び
フ
ラ
ソ
ス
）
親
子
法
の
改
正
に
つ

　
い
て
詳
し
く
は
、
多
喜
寛
・
国
際
私
法
に
お
け
る
婚
外
子
・
国
際
法
外
交
雑
誌
七
四
巻
六
号
七
三
頁
以
下
、
七
五
巻
二
号
四
九
頁
以
下
参
照
．

（
2
）
　
任
意
認
知
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
意
思
表
示
に
ょ
る
親
子
関
係
の
形
成
と
み
る
か
、
事
実
の
確
認
と
み
る
か
の
争
い
が
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
財

産
法
上
、
意
思
表
示
の
み
で
な
く
意
思
実
現
に
効
果
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
身
分
法
上
こ
れ
に
当
る
場
合
と
し
て
中
華
民
国
に
お
け
る
撫
育
認
知

が
あ
る
（
中
華
民
国
民
法
一
〇
六
五
中
段
）
。
日
本
人
女
が
中
華
民
国
人
男
と
の
間
に
も
う
け
た
婚
外
子
か
ら
．
父
の
死
亡
後
検
察
官
を
相
手
に
認
知

　
の
請
求
を
し
た
事
件
で
、
出
訴
期
間
を
超
え
て
な
さ
れ
た
が
．
中
華
民
国
民
法
に
ょ
れ
ば
生
父
に
撫
育
さ
れ
た
子
は
す
で
に
認
知
さ
れ
た
も
の
と
看

倣
さ
れ
、
父
子
関
係
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
期
間
の
制
限
は
本
件
認
知
請
求
を
排
斥
す
べ
き
要
件
と
は
な
ら
な
い
と
し
た
裁
判
例
が
あ
る
。

東
地
判
昭
和
四
〇
・
一
・
二
七
下
民
集
一
六
巻
一
号
一
二
〇
頁
（
畑
口
紘
。
渉
外
判
例
百
選
（
増
補
版
）
二
六
頁
、
山
田
鐙
一
．
渉
外
判
例
研
究
．

　
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
五
五
号
一
四
七
頁
）
．
同
旨
．
東
地
判
昭
和
四
八
・
一
〇
・
二
六
家
裁
月
報
二
六
巻
七
号
七
三
頁
（
横
山
潤
．
渉
外
判
例
研
究
・
ジ
ュ

　
リ
ス
ト
五
九
九
号
一
二
二
頁
）
．

（
3
）
　
ド
イ
ッ
民
法
の
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
註
（
1
）
に
挙
げ
た
叫
九
六
九
年
八
月
一
九
日
法
で
改
正
さ
れ
た
。
そ
れ
に
ょ
れ
ば
、
第
四
編
第
二
章
第

　
二
節
に
婚
外
子
の
項
が
追
加
さ
れ
、
一
六
〇
〇
条
a
は
、
婚
外
子
に
お
い
て
父
性
は
認
知
ま
た
は
判
決
に
ょ
り
対
世
的
な
効
力
を
も
っ
て
確
定
さ
れ
、

　
そ
の
法
律
効
果
は
、
法
律
に
異
な
っ
た
規
定
が
な
い
限
り
、
確
定
の
時
か
ら
主
張
さ
れ
う
る
と
規
定
し
．
（
旧
）
一
七
〇
八
条
以
下
の
婚
外
親
子
関
係

　
の
主
要
な
効
果
で
あ
る
扶
養
請
求
に
も
父
性
の
一
般
的
確
定
を
要
求
し
て
．
い
わ
ゆ
る
血
統
主
義
か
ら
離
れ
た
．
旧
規
定
に
お
け
る
婚
外
親
子
関
係

　
の
成
立
に
つ
い
て
認
知
を
要
し
な
い
代
り
に
そ
の
法
律
上
の
効
果
を
限
定
す
る
考
え
方
に
対
し
．
新
規
定
で
は
婚
外
親
子
関
係
に
つ
い
て
効
果
の
面

　
か
ら
原
則
と
し
て
嫡
出
子
と
の
区
別
を
設
け
な
い
代
り
に
認
知
ま
た
は
判
決
に
ょ
る
一
般
的
確
定
を
要
求
す
る
と
い
う
考
え
方
に
基
く
。
最
近
の
立

　
法
で
婚
外
子
を
法
律
効
果
の
点
で
嫡
出
子
と
区
別
し
な
い
も
の
に
、
フ
ラ
ソ
ス
民
法
の
一
九
七
二
年
一
月
三
日
法
に
ょ
る
改
正
が
あ
り
、
三
三
四
条

　
は
、
婚
外
子
は
父
母
い
ず
れ
に
対
す
る
関
係
で
も
「
一
般
に
嫡
出
子
と
同
一
の
権
利
及
び
同
一
の
義
務
を
有
す
る
」
と
規
定
す
る
。
国
際
私
法
上
の

規
律
の
た
め
に
も
、
実
質
親
子
法
の
立
法
傾
向
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

（
4
）
　
こ
の
こ
と
は
わ
が
国
の
裁
判
例
で
屡
々
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
人
男
と
日
本
人
女
の
間
に
生
ま
れ
た
婚
外
子
か
ら
父
を
相
手
に
認
知

　
の
訴
が
提
起
さ
れ
た
事
例
で
、
ア
メ
リ
ヵ
法
上
認
知
の
制
度
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
公
序
則
を
使
っ
て
日
本
法
に
ょ
り
認
知
を
認
め
て
い
る
。

　
ミ
ズ
ー
リ
州
法
に
つ
き
、
東
地
判
昭
和
三
二
・
二
・
二
〇
下
民
集
八
巻
二
号
二
二
〇
頁
、
同
じ
く
東
高
判
昭
和
三
二
・
二
二
天
下
民
集
八
巻
一

　
一
号
二
二
〇
〇
頁
（
山
田
・
渉
外
判
例
研
究
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
六
三
号
六
六
頁
）
、
コ
・
ラ
ド
州
法
に
つ
き
、
名
古
屋
家
審
昭
和
四
九
・
三
・
二
家
裁

　
月
報
二
六
巻
八
号
九
四
頁
．
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（
5
）
　
一
九
八
O
年
九
月
一
〇
日
の
中
華
人
民
共
和
国
婚
姻
法
は
、
一
五
条
一
項
で
父
母
は
子
女
に
対
し
扶
養
と
教
育
の
義
務
を
負
う
と
規
定
し
て
い

　
る
。
そ
し
て
、
認
知
の
規
定
は
有
せ
ず
、
一
九
条
二
項
で
は
婚
外
の
子
女
の
「
実
父
」
は
子
女
の
生
活
費
、
教
育
費
に
つ
き
負
担
す
る
こ
と
を
義
務

と
し
て
い
る
。
な
お
、
ソ
ヴ
ィ
ェ
ト
婚
姻
法
二
五
条
は
父
母
に
対
し
て
血
統
主
義
に
立
つ
と
い
わ
れ
た
が
す
で
に
現
行
法
で
は
な
く
、
一
九
六
八
年

　
六
月
二
七
日
法
に
よ
れ
ば
、
父
子
関
係
に
つ
い
て
は
、
父
に
ょ
る
認
知
、
裁
判
に
ょ
る
確
定
の
規
定
が
設
け
ら
れ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

（
6
）
　
旧
来
の
通
説
で
あ
り
、
江
川
英
文
・
国
際
私
法
二
七
九
頁
、
久
保
岩
太
郎
・
親
子
・
国
際
私
法
講
座
二
巻
五
九
七
ー
五
九
八
頁
、
実
方
正
雄
・

国
際
私
法
概
論
三
〇
九
頁
、
折
茂
豊
・
国
際
私
法
（
各
論
）
〔
新
版
〕
三
四
三
頁
、
山
田
鐙
一
・
国
際
私
法
二
〇
四
ー
二
〇
五
頁
、
近
く
は
三
浦
正

人
・
非
嫡
出
親
子
関
係
の
成
立
の
準
拠
法
・
民
商
法
雑
誌
五
三
巻
四
号
五
一
四
ー
五
一
六
頁
．
こ
の
点
に
関
す
る
筆
者
の
意
見
は
再
転
し
た
が
、
林

脇
・
国
際
私
法
上
の
強
制
認
知
・
法
学
研
究
三
二
巻
六
号
七
六
頁
に
お
け
る
最
初
の
見
解
は
本
説
に
立
つ
．

（
7
）
　
法
典
調
査
会
に
お
け
る
審
議
に
付
さ
れ
た
法
例
議
案
（
明
治
三
〇
・
一
一
・
二
六
配
布
）
で
は
現
行
一
八
条
は
一
七
条
で
あ
り
、
現
行
の
「
父

又
ハ
母
」
と
あ
る
と
こ
ろ
が
、
始
め
の
案
で
は
「
父
」
の
み
で
あ
っ
た
の
が
、
穂
積
陳
重
起
草
委
員
よ
り
文
字
の
修
正
を
し
た
い
旨
の
発
言
が
あ
り
、

　
「
又
ハ
母
」
の
字
を
加
え
て
「
父
又
ハ
母
」
と
し
た
。
こ
れ
は
．
民
法
親
族
編
の
議
事
の
際
に
母
も
認
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
議
論
が
出
て
、

母
と
い
う
字
が
加
わ
っ
た
の
と
の
釣
合
い
の
た
め
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
（
法
典
調
査
会
議
事
速
記
録
（
日
本
学
術
振
興
会
版
）
第
蔵
巻
一
〇
三

丁
裏
－
一
〇
四
丁
表
）
。
こ
の
立
法
過
程
か
ら
み
る
と
、
確
か
に
、
血
縁
の
み
に
よ
っ
て
生
ず
る
婚
外
親
子
関
係
（
母
子
関
係
を
含
め
て
）
に
つ
い
て

も
、
こ
こ
で
規
律
し
よ
う
と
す
れ
ぽ
、
文
言
は
始
め
か
ら
「
父
又
ハ
母
」
で
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
父
」
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
認
知
の
み

が
念
頭
に
あ
り
、
そ
の
他
の
方
法
に
ょ
っ
て
発
生
す
る
婚
外
親
子
関
係
に
つ
い
て
規
律
す
る
つ
も
り
の
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
た
だ
、
疑
問

な
の
は
、
議
案
一
七
条
一
項
の
全
文
が
「
私
生
子
認
知
ノ
要
件
ハ
其
父
又
ハ
母
二
関
シ
テ
ハ
認
知
ノ
当
時
父
ノ
属
ス
ル
国
ノ
法
律
二
依
リ
テ
之
ヲ
定

　
メ
其
子
二
関
シ
テ
ハ
認
知
ノ
当
時
子
ノ
属
ス
ル
国
ノ
法
律
二
依
リ
テ
之
ヲ
定
ム
」
（
傍
点
筆
者
）
と
あ
り
、
二
項
で
も
「
認
知
ノ
効
力
ハ
父
又
ハ
母
ノ

本
国
法
二
依
ル
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
議
案
の
書
写
し
に
誤
り
が
な
い
か
検
討
を
要
す
る
）
。

　
　
久
保
博
士
の
註
記
に
よ
れ
ば
，
起
草
委
員
は
婚
外
母
子
関
係
の
発
生
に
つ
い
て
は
も
と
血
統
主
義
を
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
に

つ
い
て
の
準
拠
法
は
掲
げ
て
い
な
い
が
、
暗
黙
の
中
に
自
明
の
こ
と
と
し
て
母
の
本
国
法
を
予
定
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
血

統
主
義
に
よ
る
婚
外
父
子
関
係
の
発
生
に
つ
い
て
は
こ
の
議
案
で
は
思
い
及
ん
で
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
と
さ
れ
る
（
久
保
・
現
行
法
例
の
成
立

に
つ
い
て
（
身
分
と
総
則
の
部
）
・
国
際
身
分
法
の
研
究
六
〇
ー
六
一
頁
（
論
文
初
出
昭
和
三
八
・
一
）
）
．
婚
外
母
子
関
係
に
つ
い
て
母
の
本
国
法
を

準
拠
法
と
し
て
予
定
し
て
い
た
の
か
、
血
縁
の
み
に
よ
っ
て
発
生
す
る
婚
外
親
子
関
係
に
つ
い
て
は
準
拠
法
如
何
を
問
題
に
す
る
必
要
は
な
い
と
考

え
た
の
か
、
い
ず
れ
で
あ
ろ
う
か
。
後
者
で
あ
る
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
．
学
説
か
ら
厳
し
い
批
判
を
受
け
た
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
、
つ
ま

り
母
子
間
の
生
理
的
な
つ
な
が
り
は
分
娩
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
親
子
関
係
の
成
立
は
自
明
で
あ
る
か
ら
．
法
律
の
適
用
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に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
実
体
は
な
く
、
準
拠
法
決
定
の
間
題
は
生
じ
な
い
と
す
る
態
度
は
、
初
期
の
裁
判
例
に
も
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
東

地
判
裁
判
年
月
日
不
明
昭
和
二
八
（
タ
）
二
一
九
号
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
二
号
四
八
頁
、
東
地
判
昭
和
二
九
・
一
〇
・
二
八
下
民
集
五
巻
一
〇
号
一
四

　
三
頁
、
秋
田
地
判
昭
和
三
八
・
一
〇
・
三
〇
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
五
五
号
二
二
〇
頁
．

（
8
）
　
親
子
関
係
不
存
在
確
認
の
準
拠
法
に
つ
い
て
、
溜
池
教
授
は
一
七
条
の
適
用
お
よ
び
子
の
出
生
当
時
の
父
（
母
）
の
本
国
法
の
適
用
を
主
張
さ

れ
る
。
こ
れ
は
、
親
子
関
係
の
不
存
在
と
は
嫡
出
お
よ
び
婚
外
の
親
子
関
係
が
い
ず
れ
も
存
在
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
一
七
条
で
嫡
出
親
子
関
係

が
規
律
さ
れ
、
血
縁
に
基
く
婚
外
親
子
関
係
の
不
存
在
に
つ
い
て
は
子
の
出
生
当
時
の
父
（
母
）
の
本
国
法
が
準
拠
法
と
な
る
と
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
（
渉
外
判
例
百
選
（
増
補
版
）
一
一
四
頁
．
嫡
出
決
定
の
準
拠
法
に
つ
い
て
・
久
保
岩
太
郎
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
・
国
際
私
法
の
基
本
問
題

　
（
昭
和
三
七
・
六
）
二
五
三
－
二
五
五
頁
（
溜
池
良
夫
・
国
際
家
族
法
研
究
所
収
）
．
近
時
、
賛
同
者
が
ふ
え
て
い
る
。
西
賢
．
親
子
関
係
確
定
の
準

拠
法
・
現
代
家
族
法
大
系
3
（
昭
和
五
四
・
一
二
）
コ
壬
ハ
頁
。
越
川
教
授
は
、
婚
外
母
子
関
係
の
存
否
確
認
に
つ
き
一
七
条
類
推
を
唱
え
ら
れ
る

が
．
そ
の
結
果
は
親
子
関
係
の
成
立
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
母
の
本
国
法
が
準
拠
法
と
な
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
い
ず
れ
も
渉
外
判
例
研
究
・
ジ

　
ュ
リ
ス
ト
三
七
四
号
一
四
三
頁
、
三
三
一
号
一
二
五
頁
）
。

（
9
）
本
文
に
述
べ
た
観
点
か
ら
一
八
条
一
項
の
類
推
に
賛
成
し
た
の
が
、
林
脇
・
親
子
関
係
存
否
確
認
・
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
7
民
法
V
渉
外
家

族
法
七
九
四
頁
で
あ
る
．
も
っ
と
も
、
実
質
法
上
、
嫡
出
子
と
婚
外
子
の
区
別
を
認
め
な
が
ら
、
効
果
の
点
で
、
母
に
対
す
る
関
係
だ
け
で
な
く
父

　
に
対
す
る
関
係
で
も
嫡
出
子
と
同
様
の
権
利
、
義
務
を
有
す
る
と
す
る
立
法
が
ふ
え
て
き
た
こ
と
は
、
註
（
3
）
で
ふ
れ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
点

　
か
ら
い
え
ば
、
フ
ラ
ソ
ス
民
法
三
二
条
の
一
四
の
よ
う
に
、
嫡
出
子
と
婚
外
子
と
で
準
拠
法
決
定
に
差
を
設
け
る
必
要
は
な
い
と
も
い
え
る
（
同

条
は
い
ず
れ
も
母
の
属
人
法
に
よ
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
は
、
そ
の
上
で
、
三
二
条
の
一
七
に
任
意
認
知
に
つ
き
特
別
の
規
定
を
設
け
、
任
意
認
知

　
は
「
親
の
属
人
法
に
、
あ
る
い
は
子
の
属
人
法
に
し
た
が
っ
て
行
っ
た
場
合
に
は
、
有
効
で
あ
る
」
と
す
る
）
．
こ
の
よ
う
な
立
法
も
考
慮
に
値
す

　
る
が
、
現
行
法
例
の
欠
峡
補
充
の
方
法
と
し
て
は
、
一
八
条
一
項
類
推
に
よ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
．

（
10
）
　
こ
の
点
か
ら
、
筆
者
が
二
番
目
に
と
っ
た
見
解
（
い
ず
れ
も
渉
外
判
例
研
究
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
五
七
号
一
四
二
頁
、
三
九
〇
号
一
四
九
頁
）
は
、

母
子
関
係
存
否
確
認
の
事
例
に
つ
き
、
母
の
本
国
法
を
準
拠
法
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
婚
外
親
子
関
係
の
成
立
一
般
の
問
題
は
、
認
知

　
の
要
件
に
及
ぶ
前
段
階
、
そ
も
そ
も
認
知
が
必
要
か
否
か
の
問
題
を
含
む
の
で
あ
る
か
ら
、
認
知
の
要
件
を
規
定
し
た
一
八
条
一
項
（
し
た
が
っ
て

　
当
事
者
の
本
国
法
の
配
分
的
適
用
）
に
よ
る
の
は
適
当
で
な
い
と
主
張
し
た
。
こ
の
見
解
は
、
上
出
註
（
9
）
に
挙
げ
た
と
こ
ろ
に
よ
り
改
め
ら
れ
た
．
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認
知
の
方
法
に
よ
っ
て
成
立
す
る
婚
外
親
子
関
係
の
他
、
婚
外
親
子
関
係
の
成
立
一
般
に
つ
い
て
法
例
一
八
条
一
項
を
類
推
す
る
と
い

う
私
見
に
よ
れ
ば
（
従
来
の
通
説
で
一
八
条
一
項
を
適
用
す
る
と
い
う
場
合
に
は
も
ち
ろ
ん
）
、
問
題
は
こ
こ
で
止
む
。
こ
れ
に
対
し
、
最
近
有
力

に
主
張
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
一
八
条
一
項
は
認
知
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
以
外
の
方
法
で
成
立
す
る
婚
外
親

子
関
係
に
つ
い
て
は
類
推
も
適
当
で
な
い
と
さ
れ
る
か
ら
、
次
に
、
で
は
い
か
な
る
準
則
に
よ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
．
こ
こ
に
登
場
し

た
の
が
二
二
条
に
よ
る
と
す
る
説
で
あ
る
。
古
く
は
山
口
博
士
に
よ
り
主
張
さ
れ
、
各
当
事
者
（
親
と
子
）
の
本
国
法
の
累
積
的
適
用
が
あ

　
　
　
　
　
（
1
）

る
も
の
と
さ
れ
．
そ
の
後
、
四
で
挙
げ
た
溜
池
教
授
が
父
ま
た
は
母
の
本
国
法
の
適
用
を
主
張
さ
れ
た
と
き
に
、
こ
の
解
決
は
「
法
例
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

釈
上
、
結
局
二
二
条
に
よ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
た
。
最
近
新
た
に
妹
場
教
授
に
よ
り
そ
の
根
拠
づ
け
と
と
も
に
二
二
条
に

よ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
、
特
徴
的
な
こ
と
は
、
当
事
者
の
本
国
法
の
適
用
の
範
囲
内
で
「
二
二
条
に
の
み
基
づ
き
、
子
の
利
益
を
よ
り
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

視
し
た
抵
触
規
定
を
解
釈
上
構
成
す
べ
き
方
向
」
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
．
ま
た
、
二
二
条
に
よ
っ
た
裁
判
例
も
出
る
に
至
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
説
で
は
法
欠
敏
を
い
か
に
補
充
す
る
か
が
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
．
法
欠
敏
は
一
般
に
立
法
に
お
い
て
将
来
生
じ
う
る
事
態

の
予
測
困
難
性
か
ら
生
ず
る
が
、
国
際
私
法
に
お
い
て
は
、
世
界
各
国
の
法
制
度
を
知
悉
し
、
そ
の
よ
う
な
法
制
度
に
則
っ
て
繰
広
げ
ら

れ
る
渉
外
的
生
活
関
係
を
見
通
し
て
、
遺
漏
の
な
い
規
制
を
行
う
こ
と
は
増
々
困
難
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
際
私
法
に
特
殊
な
事
情
か

ら
、
こ
の
分
野
で
の
法
欠
歓
が
他
の
分
野
に
お
け
る
以
上
に
生
ず
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
れ
だ
け
国
際
私
法
に
お
け
る
法
欠
歓
補
充
の

方
法
を
論
ず
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。
と
く
に
、
上
に
挙
げ
た
各
説
の
よ
う
に
同
じ
く
二
二
条
に
よ
る
と
唱
え
な
が
ら
、
具
体
的
に
準

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

拠
法
と
さ
れ
る
法
が
異
な
る
な
ど
、
法
欠
飲
論
に
と
っ
て
二
二
条
を
論
ず
る
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
．
二
二
条
に
つ
い
て
は

別
稿
で
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
国
際
私
法
に
お
け
る
法
欠
敏
の
一
場
合
と
し
て
実
親
子
関
係
の
成
立
に
つ
い

て
の
準
拠
法
決
定
の
問
題
を
取
上
げ
、
こ
の
分
野
で
の
よ
り
広
い
範
囲
に
亙
る
法
欠
敏
論
へ
の
手
が
か
り
と
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
。
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パ　パ　パ　パ　パ

54321）　）　）　）　）

山
口
弘
一
・
親
族
法
及
国
際
親
族
法
の
研
究
（
昭
和
一
八
・
一
）
一
七
四
頁
。

溜
池
良
夫
・
前
掲
（
四
註
（
8
）
）
論
文
二
五
五
頁
．

妹
場
準
一
・
親
族
関
係
・
判
例
コ
ソ
メ
ン
タ
ー
ル
7
民
法
V
渉
外
家
族
法
八
三
四
頁
以
下
、
と
く
に
八
三
八
頁
。

神
戸
地
判
昭
和
六
〇
・
五
・
一
〇
家
裁
月
報
三
八
巻
四
号
一
一
一
頁
（
高
鳥
・
渉
外
判
例
研
究
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
七
一
号
一
〇
八
頁
）
。

も
っ
と
も
、
中
間
報
告
で
は
一
〇
1
で
「
法
例
二
二
条
の
規
定
を
存
置
す
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
」
が
検
討
事
項
と
さ
れ
、
審
議
の
中
で
は

削
除
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
強
か
っ
た
と
き
い
て
い
る
。

実親子関係の成立についての準拠法
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